
 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区域等における 

土砂災害防止対策の推進に関する法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎調査マニュアル（案） 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

 

 

 

 

 

 

 

山 形 県 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

はじめに 

 

国民の生命及び身体を土砂災害から守ることを目的とした「土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律」が平成 13 年 4 月 1 日に施行された。 

これに伴い、国土交通大臣が定める土砂災害防止に関する基本指針に基づき、急傾斜地

の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水等の状況、土砂災害の発生のお

それのある土地の利用の状況及び警戒避難体制等に関する調査（以下「基礎調査」とい

う）をおおむね５年ごとに都道府県が実施することとなっている。 

基礎調査は、本法律に基づいて行われる土砂災害警戒区域等の指定その他土砂災害防止

のための対策に必要な調査であり、計画的かつ的確に実施されることがのぞまれる。ま

た、従来航空写真測量から作成された地形情報を基に概略的に地形等を把握してきたが、

令和 2 年 8 月 4 日に上記の基本指針が変更されたことに伴い、近年の測量技術の向上を

踏まえて、５ｍメッシュの数値標高モデル（DEM）を活用することとする「土砂災害防

止法に基づく基礎調査実施要領（案）（令和 3 年 1 月）」が発行されているが、細部の判

断は基礎調査の実施主体である都道府県に任されている。 

そこで、本県における基礎調査が円滑に実施されることを目的として、上記の「実施要

領（案）」を踏まえつつ、地形・地質等の調査、危害のおそれのある土地等の設定、危害

のおそれのある土地等の調査方法の標準的な考え方をより具体的に整理した本マニュア

ル（案）を作成した。そのため、本マニュアルでは作業手順・方法について、できるだ

け具体的な記述を心がけている。基礎調査を実施する際には、十分に活用して効果的な

調査を実施していただきたい。 

今後の基礎調査は高精度な地形情報により抽出された新たな「土砂災害が発生するおそ

れのある箇所」およびおおむね５年ごとに実施する繰り返し調査、対策施設の整備等に

伴い再調査を実施する箇所を対象としている。併せて、基礎調査の結果により指定され

る土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）は、開発行為の制限や建物の構造規制等、私

権の制限に関わる内容であり、その社会的影響は大きいと予想される。基礎調査に関わ

る関係者各位におかれては、その点を十分踏まえて、細心の注意を払い基礎調査を実施

されたい。 

 

 

                        令和７年４月 

                            山形県県土整備部砂防・災害対策課長 
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Ⅰ 調査対象箇所                   
 

1. 調査対象箇所の抽出 

 

調査対象箇所は、「危害のおそれのある土地等」及び「土石流が発生するおそれのある渓流」

である。 

調査対象渓流は、5mDEM データ等を用い、「地形条件」及び「社会条件」の二つの条件を勘

案し、抽出を行う。 

 

【解 説】 

調査対象箇所である「危害のおそれのある土地等」及び「土石流が発生するおそれのある渓流」の概

念図は以下の通りである。 

 

土石流の発生のおそれのある渓流

基準地点（扇頂部）

危害のおそれのある土地

地盤勾配２°以上

 

図 1.1 調査対象箇所の概念図 

 

土石流が発生するおそれのある渓流 
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1.1  地形条件 

 

 

【解 説】 

「土石流が発生するおそれのある渓流」の地形条件における定義は、1/2,500 地形図で谷型の地形をし

ているところとする。 

「土石流が発生するおそれのある渓流」抽出のための「谷地形」の判定は、以下に示す条件に基づい

て判断する。 

 

図中の a は同一等高線上での谷幅、

b は同一等高線上で最も奥に入っ

た地点の奥行きである。 
 

a

b

 

図 1.2 谷地形概念図 

(1)  谷地形の判定方法  

谷地形の判定は､図 1.2のように谷幅（ａ）と谷の奥行き（ｂ）を計測し、谷の奥行き（ｂ）が大き

い場合（ａ＜ｂ）に､これを谷地形と判定する。 

 

(2) 地形図上で谷地形の条件に合致しないが、谷地形と判断する場合 

（a≧b となる地点であっても、「土石流が発生するおそれのある渓流」と見なす事例） 

 

1) 土石流・土砂流の履歴がある渓流 

土石流・土砂流の履歴がある渓流とは､災害の有無に関係なく過去に土石流や土砂流の発生履歴が確

認された渓流である。なお､扇状地形を形成している土地についても土石流・土砂流の履歴がある渓流

とする｡ 

 

2) 地形・地質上、土石流発生のおそれがあると予想される渓流 

地形・地質上、土石流発生のおそれがあると予想される渓流とは、渓流内に崩壊地や裸地等の土砂流

出の素因となる地形・地質要因が確認できる渓流をいう｡ 

 

 

調査対象渓流を抽出する際の地形条件は以下のとおりである。 

① 危害のおそれのある土地等： 

土石流が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点（以下「基準地点」という）

より下流の土石流が到達するおそれのある範囲（基準地点から地盤勾配 2°まで）とする。 

② 土石流が発生するおそれのある渓流： 

基準地点より上流の渓流とする。 
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① 谷線の記入 

 
縮尺 1/2,500 の地形図の等高線より､ 

谷地形の判定を行う区間に谷線を記入する。 

② 谷幅の記入と計測 

 
谷地形と想定される地形を形成している稜線 

の先端を接するようにして、谷線に垂直にな 

るように線を引き､対岸の同一標高地点まで 

の距離を計測する。（線分ａ） 

③ 谷線の計測 

 
谷線と谷幅を設定した線分ａとの交点(Ａ点) 

と谷幅設定の両端と同一等高線と谷線の交点 

(Ｂ点)の谷沿いの距離(線分ｂ)を計測する。 

④ 谷地形の判定 

ａ＜ｂの場合(１次谷とみなす)  

 

 

図 1.3 谷地形の判定 

なお、谷出口付近で a＜b を満たしていなくて

も、その上流側でａ＜b を満たしている等高線

が 1 本でもあれば谷地形とみなしてよい。 

 

谷線 

 

ａ 

 

ｂ 

Ａ 

Ｂ 

ａ 

 

ａ

ｂ

 

ａ

ｂ
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1.2  社会条件 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

(1) 渓流の分類 

調査対象渓流は、人家等の立地の有無により、「人家等のある渓流」と「人家等のない渓流」の２つに

分類する。 

 

① 人家等のある渓流 

人家等のある渓流とは、土石流が発生するおそれのある渓流の下流に人家等が存在する渓流をいう｡ 

 

② 人家等のない渓流 

現在「人家等のある渓流」ではないが、土石流が発生するおそれのある渓流の下流側に、現況の土地

利用状況や開発計画等の社会条件により人家の立地が予想される渓流をいう。 

 

 

 

調査対象渓流を抽出する際の社会条件は以下のとおりである。 

① 土石流により危害をもたらされると予想される土地に、人家等がある渓流（以下「人家

等のある渓流」という）。 

② 現在「人家等のある渓流」ではないが、土石流が発生するおそれのある渓流の下流に、

現況の土地利用状況や開発計画等の社会条件により人家の立地が予想される渓流（以下

「人家等のない渓流」という）。 
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(2) 「人家等のない渓流」の抽出フロー 

 

 

 

【解 説】 

「人家等のない渓流」の調査対象範囲は、次頁に示すフローに従い、以下の条件に合致する区域とし

て選定する。 

 

１）｢都市計画区域及び準都市計画区域｣ 

２）「人口が増加している市町村」 

３）「土石流が発生するおそれのある渓流が増加している市町村」 

４）｢開発計画の策定地域｣ 

５）「山岳地帯で観光宿泊施設等が建設可能である場合」 

６）「集落及び既設道路の位置」等 

 

ただし、条件に該当する場合でも、人家の立地する可能性のない区域、法律により土地利用が制限さ

れている区域の場合は対象外とする。 

 

「人家等のない渓流」の調査対象範囲 

1) 都市計画区域又は準都市計画区域 

都市計画区域内又は準都市計画区域内は、市街地の開発を想定して区域が設定されている。

本調査では、都市計画区域又は準都市計画区域内は「人家等のない渓流」の抽出対象区域と

する。 

 

 

2) 人口が増加している市町村 

近年、人口が増加している市町村内は、「人家等のない渓流」の抽出対象区域とする。 

「近年、人口が増加している市町村」の定義は、次の通りとする。 

・ 近年とは調査前年から５年間とする。 

・ 人口データは「国勢調査」もしくは「住民基本台帳」のいずれかとし、同一資料で整

理を行い、人口変化の傾向を把握する。 

 

「人家等のない渓流」の抽出は、都市計画区域、開発計画、人口の増加、土石流が発生す

るおそれのある渓流の増加、集落及び既設道路の位置等を考慮して抽出する｡ 
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3) 土石流が発生するおそれのある渓流が増加している市町村 

土石流が発生するおそれのある渓流が増加している市町村は、「人家等のない渓流」の抽

出対象区域とする。 

 

 

4) 開発計画の策定範囲 

開発計画がある範囲は、「人家等のない渓流」の抽出対象区域とする。 

 

 

5) 山岳地帯で観光宿泊施設等が建設可能である場合 

山岳地帯であっても、開発許可申請が提出されている範囲は、「人家等のない渓流」の抽

出対象区域とする。 

 

 

6) 集落の周辺 1km(人家等の端部から 1km)の範囲にある既設道路からおおむね 100m の範囲 

集落の周囲 1km の範囲に含まれる既設道路から概ね 100m の範囲にある平坦地、もしくは

集落の周囲 100m の範囲に含まれる平坦地を抽出対象区域とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

                        ：調査対象範囲 

図 1.4 人家等のない渓流抽出のための調査対象範囲 

 
集落の周囲 1km の範囲 

調査対象範囲 

1km 

100m 

1km 

1km 

100 m 

既設道路 

100m 100m 
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① 集落 

1/25,000 地形図において、「集落」とは、1/25,000 地形図もしくは同等以上の地形図により建物

が１戸以上示される箇所とする。 

 

② 既設道路 

既設道路は、1/25,000 地形図の図式による二条道路（幅員 3.0m～5.5m）とする。 

 

③ 道路からおおむね 100ｍの範囲 

道路からおおむね 100m の範囲とは、危害のおそれのある土地または土石流が発生するおそれの

ある渓流が、既設道路から 100m の範囲に含まれる場合をいう。 

このとき、危害のおそれのある土地の範囲は、後述「Ⅱ 区域設定」の調査により確定するため、

現時点では下流端となる地盤勾配２°に注目し、想定される概略の範囲が既設道路から 100ｍの範

囲内となるかを判断する。ここで 100ｍの範囲内であると判断された場合は、基礎調査の対象とし

て取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設道路より、危害のおそれのある土地の範囲、または土石流が発生するおそれのある渓流 

までの距離が 100ｍ以内の場合 は調査対象とする 

図 1.5 人家等のない渓流抽出のための範囲選定例 

7) その他 

上記以外で、国や県、市町村が災害対策等で調査を必要とする区域を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔土石流が発生するおそれのある渓流下流に既設道路のある場合〕 

既設道路 

100m の範囲

地盤勾配 2°地点 

危害のおそれのある土地

基準地点

土石流が発生する 
おそれのある渓流
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［対象外となるケース］ 

１）人家等が全くない山岳地帯や無人島など人家の立地する可能性がない区域は対象外と

する。 

２）法律により土地利用が制限されている区域等は調査の対象外とする。 

 

表 1.1 法律により土地利用が制限されている区域 

区域名 関係法令 備考 

国立公園特別区域 

国定公園特別区域 
自然公園法 開発は原則不可 

原生自然環境保全地域 

自然環境保全地域特別地区 
自然環境保全法 開発は原則不可 

その他 

特定防衛施設（自衛隊演習場） 

石油コンビナート等特別防災区域 

高圧ガスが取り扱われる危険物等の大量集積地帯 

火力、原子力発電所等 
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「人家等のない渓流」の抽出フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6 人家等のない渓流における調査対象範囲選定の作業フロー 

 

 

 

 

 

抽出対象外となる区域 

都市計画区域 

及び準都市計画区域 

人口が増加している市町村 

土石流が発生するおそれのある渓流が 

増加している市町村 

開発計画等の策定区域 

山岳地帯で観光宿泊施設等 

が建設可能である場合 

該当しない 

区域外 

増加していない 

増加していない 

区域外 

「人家のない渓流」の対象地域 
調査対象外 

区域内 

増加している 

増加している 

区域内 

不可能 

可能 

該当する 

県等が調査を必要とする区域 



 

Ⅱ 区域設定                    
 

基礎調査の実施手順 

１． 区域設定のため

の机上調査（現

地踏査を含む） 

 机上調査による基

準地点、流下方向等

の設定、危害のおそ

れのある土地等の設

定条件の取得 

 

２．区域設定のため

の現地調査 

 机上調査の調査結

果を確認するための

現地調査 

現地調査実施時のみ 

 

３．危害のおそれの

ある土地等の設

定 

 危害のおそれのあ

る土地等の設定 

 

４．危害のおそれの

ある土地等の調

査 
 

 確定した区域内の

土地利用状況等につ

いて机上にて把握す

る 

 

５．とりまとめ  

2.1 地形調査 2.2 地質調査 

2.3 対策施設の状況調査 

3.1 危害のおそれのある土地の設定 

3.2 著しい危害のおそれのある土地の設定 

3.3 明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定 

1.3 地形調査 1.4 対策施設の状況調査 

1.5 侵食可能土砂量の設定 

1.1 計画準備 1.2 現地踏査 

4.1 保全対象に関する調査 4.2 公共施設および公共的建物に関する調査 

4.3 土地利用状況に関する調査 4.4 警戒避難体制に関する調査 

様式とりまとめ 
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1．区域設定のための机上調査 

 

 

【解 説】 

区域設定のための机上調査は、以下のフローに従い実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※航空レーザデータを用いて砂防基盤図を作成した調査対象箇所については、「航空レーザデータ

から作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図」を利用して地形調査を実施す

るものとする。 

 

区域設定のための机上調査は、対象箇所ごとに地形・地質資料、対策施設記録を収集整理す

ることである。机上調査結果を現地において確認した後、区域設定のための資料として作成す

る。 

  

地質調査 
既往資料等を用いた土質定数の確認 

対策施設状況の把握 
既往資料等を用いた対策施設の状況 
調査 

 
 

地形調査 

○地形図・空中写真判読・既往資料を用いた調査 
    ･ 基準地点設定のための平面および縦断形状の把握 
    ･ 人工構造物の把握 

基準地点の設定 
既往調査結果、地形的特徴等より 

谷次数区分図の作成 

渓床状況の把握 

流下方向の把握 

机上設定 

砂防基盤図の確認 
・形式の確認 
・図化範囲の確認 
・適合性の確認 
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1.1 計画準備 

1.1.1 砂防基盤図の形式の確認 

区域の設定を行うにあたって必要となる砂防基盤図の形式を確認する。確認する項

目は、以下の通りである。 

① DMデータの形式 

② TINデータの形式 

③ オルソフォトデータの形式 

【解 説】 

 区域設定のための机上調査、区域設定および様式取りまとめ等において、砂防基盤図から

得られる地形情報が重要であり、砂防基盤図を正しく利用する必要がある。 

基礎調査においては、砂防基盤図を利用して動作する区域設定支援システム（一般財団法

人砂防フロンティア整備推進機構）を使用することを標準とする。この区域設定支援システ

ムでは、作成されている砂防基盤図のデータ様式（砂防基盤図作成ガイドライン最新版参照）

を変換して利用するため、同システムにあるデータ形式変換機能を用いて、DM データ、TIN

データ、オルソフォトデータが正しく変換され、稼動することを確認する。 

砂防基盤図の形式に誤りがあり正しく変換されない場合は、調査職員に報告する。 
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1.1.2 砂防基盤図の図化範囲の確認 

砂防基盤図の図化範囲が、基礎調査および公示図書において必要な範囲を満たしてい

るか確認する。 

【解 説】 

砂防基盤図は、調査対象渓流の仮区域に一定の幅をもたせて図化範囲を設定しているが、

5mDEM（地図情報レベル 5000 相当）を用いて設定しているため、地図情報レベル 2500 の

砂防基盤図と精度が異なり、図化範囲が不足していることがある。したがって、調査に先立ち

図化範囲に不足がないか確認を行う。 

図化範囲の確認方法は、傾斜区分図を作成（1.3.1 参照）して、危害のおそれのある土地（1.3

参照）が内包されるかどうかを判断する。この際に、特に着目すべき点は次のとおりである。 

・ 基準地点は、調査対象渓流の氾濫開始点より上流に設定されることがあり、場合によ

っては複数の基準地点が設けられる。 

・ 基準地点より上流は、200ｍ以上の範囲で縦断勾配を把握するために砂防基盤図が必

要である。（航空レーザデータを用いた砂防基盤図は流域内を全て図化範囲とした。） 

・ 扇状地は、扇頂部より 60°以上の広がりで区域が設定される。 

・ 谷底型地形部では、谷底から比高 10ｍ程度以内の範囲で区域が設定される。 

・ 区域の末端は地形勾配 2°の地点である。 

図化範囲が足りないと判断される場合は、調査職員に報告する。 

図 1.1 砂防基盤図の図化範囲の確認 

基準地点 

流域界 
 

上流 200m 平均勾配 2°の地点 

比高 10m 程度以内の範囲 
基準地点より上流 200m の
以上の範囲 

図化の必要範囲 

図化範囲境界 

図化範囲境界 

図化の必要範囲 

● 

扇頂部より 60°以上 

想定される流下方向 
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1.1.3 砂防基盤図の適合性の確認 

砂防基盤図の地形情報や位置情報が、基礎調査におけるデータとして適合しているか

どうか確認する。 

【解 説】 

 基礎調査は、砂防基盤図から得られる地形情報や位置情報を基礎データとして実施するため、

区域設定に影響のある情報について適合性を確認する。 

机上調査においては、平面図、傾斜区分図、オルソフォト図、鳥瞰図から下記項目について

確認する。 

① 平面図の確認項目 

等高線等の表示   ： 断線、取得もれ 

道路、河川等の表示  ： 断線、取得もれ 

耕地界等の表示   ： 断線、取得もれ 

注記の表示   ： 文字化け、非表示 

② 傾斜区分図の確認項目 

傾斜区分と等高線  ： ずれ 

耕地界、宅地地盤面等の表示 ： 著しい傾き 

③ オルソフォト図の確認項目 

DM 表示との整合   ： ＤＭとの著しいずれ 

オルソ間の整合   ： 接合部のずれ 

④ 鳥瞰図の確認項目 

立体地形の表示   ： 著しい傾き 

立体地形と等高線  ： ずれ 

砂防基盤図の適合性に問題が認められた場合は、調査職員に報告する。 

 

※航空レーザデータを用いて砂防基盤図を作成した箇所については、「航空レーザデータから

作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図」を利用して砂防基盤図の地形

形状の適合性を確認するものとする。 
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図 1.2 平面図の確認 

 

図 1.3 傾斜区分図の確認 

宅地地盤面 

著しい傾き 

耕地界 

著しい傾き 
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図 1.4 鳥瞰図の確認 

 

図 1.5 鳥瞰図の確認 

 

 

 

立体地形における  
著しい傾き 

立体地形における  
著しい傾き 

立体地形と等高線 
ずれ 
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図 1.6 航空レーザデータから強調表現し高精度に微地形を表現した微地形表現図の表示例 

 

 

図 1.7  航空レーザデータから傾斜を算出した傾斜区分図の表示例 

 

 

図 1.8  航空レーザデータから高さを算出して段彩を表現した標高段彩図の表示例 

 

 



1.区域設定のための机上調査（現地踏査を含む） 

- II-8 - 

1.2 現地踏査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

(1) 対策工の確認 

砂防堰堤、治山施設、渓流保全工が基準地点より下流にある場合は、区域設定の土砂量及び粗度

係数を検討する必要があるため、現地踏査において現地調査の必要性を判断する。 

借用資料及び微地形表現図等から流域内に対策工があることが判明した場合は、流域内の現地踏

査をおこなう前に現地調査の実施について、調査職員と協議する。 

 

図 1.9  微地形表現図から対策工を確認した例 

 

机上設定の実施前に微地形表現図、傾斜区分図または標高段彩図を用いて調査対象箇所の

状況を確認する。確認する項目は以下の項目とする。 

①対策工の確認 

区域設定の結果に影響する対策工の有無を確認する。 

公道上から確認できる場合は対策工の位置と諸元を調査する。民地等に立ち入りが必要

な場合は調査職員と協議を実施したのちに現地踏査を実施する。 

②不明瞭な地形の確認 

微地形表現図などを用いて現地踏査を行い、基準地点を正しく設定できない不明瞭な地

形が無いか調査する。基準地点の位置の特定が難しい場合は、オフセット測量を実施し

て位置の特定を行うか調査職員と協議する。民地等に立ち入りが必要な場合は調査職員

と協議を実施したのちに現地踏査を実施する。 

③地形改変等の確認 

砂防基盤図、航空レーザデータの作成後に生じた地形改変がある場合は、砂防基盤図の

修正が必要か検討する為にその範囲を確認したのちに、調査職員と協議を行い調査方針

を検討する。 

砂防堰堤 

渓流保全工 
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(2) 不明瞭な地形の確認 

微地形表現図などの表示が不明瞭で、基準地点や、側方の流下方向、横断方向の渓床からの比高

などを特定できない場合は、その土地の範囲などを整理して調査職員と現地調査の必要性について

協議する。  

 

図 1.10  微地形表現図から不明瞭な地形を確認した例 

 

(3) 地形改変等の確認 

砂防基盤図、航空レーザデータから作成した微地形表現図等を用いて、現地踏査を行い、区域設

定する範囲に地形の大きな変化が無いか調査を行う。 

地形改変が認められ区域設定に影響がある場合は、その地形改変の規模などを平面図等に転写を

行い、調査を継続するか調査職員と協議する。 

明らかに（一財）砂防フロンティア整備推進機構が提供する「土砂災害警戒区域等設定支援シス

テム」の地形補正機能の範囲を超える地形改変については、砂防基盤図の修正を前提とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準地点と想定される位置

の不明瞭な地形 
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1.3 地形調査 

 

地形調査では、調査対象箇所の地形情報を把握し、危害のおそれのある土地等の範囲を設

定するための資料を作成する。 

 

【解 説】 

地形調査は、調査対象箇所における基準地点の設定の実施、および危害のおそれのある土

地等の範囲を設定するための基礎資料を作成することを目的とする。 

 

・ 平面および縦断・横断形状の把握 

・ 人工構造物の把握 

・ 基準地点の設定 

・ 流下方向の把握 

 

さらに、設定された基準地点の上流について、以下の調査を行う。 

・ 流域面積の把握 

・ 谷次数区分の把握 

・ 渓床状況の把握 

 

 



1.区域設定のための机上調査（現地踏査を含む） 

- II-11 - 

 

区域設定の対象となる範囲は、図 1.11に示すとおりである。 

 

危害のおそれのある土地： 

土石流が山麓における扇状の地形の地域に流入する地点（以下「基準地点」）よ

り下流の土石流が到達するおそれのある範囲（基準地点から地盤勾配が概ね２度

まで範囲） 

著しい危害のおそれのある土地： 

「危害のおそれのある土地」のうち、土石流により建築物に作用すると想定さ

れる力が、通常の建築物の耐力を上回る土地 

土石流が発生するおそれのある渓流：基準地点より上流の渓流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.11 調査対象箇所 

土石流が発生するおそれのある渓流 

基準地点（扇頂部） 

危害のおそれのある土地 

地盤勾配２°以上 

著しい危害のおそれのある土地 
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1.3.1 平面および縦断形状の把握 

 

【解 説】 

基準地点の設定、及び氾濫規模・氾濫範囲を想定するため基準地点候補地周辺とその下流

域について調査を行う。 

基準地点を設定する調査として、基準地点候補地周辺の平面および縦断形状を、地形図、

傾斜区分図、空中写真判読等により把握する。特に縦断形状については、現況河道の縦断図

を作成し、平面図と合わせて基準地点の設定根拠資料として調書（様式 4-1,4-7）に記載す

る。 

ここで基準地点候補地とは、「1.3.4 基準地点の設定」に示す地形条件・社会条件を満た

す箇所のことを言う。 

また、土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するための調査として、主に基準地点候補地の

下流域について、以下に示す項目について調査し、結果を調書（様式 2-6）に記載する。 

・河道屈曲部、狭窄部 

・谷底平野 

・平坦地（住宅地・耕地） 

・道路 

・現況河道の縦断勾配 

・その他特徴的な地形 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図がある場 

合は、それらを使用して基準地点の設定および土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するもの 

とする。 

 【傾斜度の区分と配色例】 

0～2°…水色，2～3°…青，3～7°…緑，7～10°…茶，10～15°…赤紫，15～20°…赤紫，20～

30°…橙, 30°以上…赤 

 

 図 1.12 傾斜区分図の事例（区域設定支援システムでの表示例） 

基準地点の設定および土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するために、地形図、地盤勾配

調査、空中写真判読等により、平面および縦断形状を把握する。 
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縦断勾配の計測方法は、設定した基準地点から上流 200m の区間の渓床勾配を計測する。

なお、基準地点から上流 200m とは、地形図上の渓流沿いに水平距離 200m とする。 

また、基準地点から上流 200ｍの区間にえん堤またはえん堤の堆砂敷がある場合は、施設

の設置前の勾配（元渓床勾配）の計測を行うものとする。渓流長が 200ｍに満たない場合に

は基準地点から 1 次谷上流端までを計測する。 

 

 

渓床勾配計測区間 

基準地点から上流 

水平距離 200ｍ 
基準地点 

 

 

 

元渓床勾配 

200m 

基準地点 

地盤線 

土石流の発生のおそれの 
ある渓流 

危害のおそれの 
ある土地 

【砂防えん堤等の存在しない場合】 

 

 

200m

基準地点

元地形

元河床勾配

堰堤

【砂防えん堤等の存在する場合】 

元渓床勾配 

 

 

図 1.13 基準地点の勾配の取り方 

土石流が発生するおそれのある渓流 
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参考図＜区域調書記載例：基準地点設定根拠図＞ 

土　石　流　区　域　調　書

様式４－１　基準地点設定根拠図

渓流番号 渓流名 所在地
決定した基準地点
基準地点候補地１ 基準地点候補地２

1023

14373

山形県

候補地１

基準地点選定根拠

調査年度

●●川

基準地点候補地１は、勾配変化点（上流側10°～12°，下流側8°以下）であり、直下流側の渓床に直径20cm程度の土石流堆積物が確認できる。また、左岸側には、岩も見えており、土石流の流送区間と堆積区間との変換点にあたると考
え、基準地点として選定した。一方、基準地点候補地２は、机上（縦断図）において、明らかな勾配変換点であり、基準地点候補地として設定したが、勾配の変化が見られないこと、また、当該地点上流域において、土石流堆積物等が確認で
き、谷幅の広がっており既に堆積区間にあると想定できることから、基準地点とはしなかった。

山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

●●●●●

10m

1m

10m

1m

基準地点候補地１ 基準地点候補地２

基準地点候補地１
基準地点候補地２

 

 

参考図＜区域調書記載例：渓床縦断図＞ 
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参考図＜区域調書記載例：危害のおそれのある土地等の地形調査結果＞ 

土　石　流　区　域　調　書
様式２－６　微地形および人工構造物の状況図 調査年度

渓流番号 ●●●●● 渓流名 所在地

1023

14373

山形県

山形県○○市××町△丁目●●川渓 流 の 位 置

平成15年度
　

　

基準地点

少量の表面水のみ、明確な流路無し
土石流堆積物有り
流下方向は、表面水と全体の谷形状
により設定した。

土石流流下方向：
斜面住宅と直交する方向

右岸側については、隣接する渓流の右岸側に規制される。

土地利用により右岸方向が開放
され、危害のおそれのある土地の
区域が広がると想定される。

斜面により危害のおそれのある土地が
規制されると想定される。

直上流の斜面により、土石流が規制されること
から、土石等が到達しないものと想定される。

斜面（小山）により危害のおそれのあ
る土地が規制されると想定される。

斜面により危害のおそれのある土
地が規制されると想定される。

　　　　　　　　　　　　        凡　例

　　　　　　　　小　山
　　　　　　　　盛　土
　　　　　　　　河　川
　　　　　　　　用水路
　　　　　　　　割堀構造・盛土構造をなす鉄道・道路等の人工構造物

凡例については、各府県で対応する。
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1.3.2 横断形状の把握 

 

基準地点、流下中心の設定及び、土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するために、横断形

状を把握する。 

 

【解 説】 

基準地点、流下中心等の設定の参考とするため、また、土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想

定するために、「土石流が発生するおそれのある渓流」および「土砂災害の危害をもたらされ

ると予想される土地」の周辺の横断形状を、地形図、空中写真等により把握する。 

具体的には、以下に示す項目などに着目し、調査を行う。 

 

① 横断形状   ：地形図により地形の横断形状を把握 

② 渓岸勾配   ：渓岸部（流水部と斜面の境界≒侵食崖）の形状確認 

③ 河 幅    ：流水幅と渓流地形を呈している渓床、渓岸の確認 

④ 段丘比高   ：河岸段丘（土石流段丘を含む）の段丘面と渓床の比高の確認もしく

は簡易計測 

⑤ 保全対象と河床の比高：保全対象の地盤高と渓床の比高の把握 

 

調査は、地形図、空中写真判読等により机上で概況を把握し、現地調査により確認する。

調査結果は前項の平面及び縦断形状の把握結果の図上（様式 2-6）に加えて記載する。 

 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図がある場 

合は、それらを使用して基準地点、流下中心等の設定の参考とするため、机上で概況を把握 

する。また、土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するものとする。 
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1.3.3 人工構造物の把握 

 

【解 説】 

土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するために、土石流の流れに影響を及ぼすものを対象

として、盛土（道路、鉄道等）、橋梁、暗渠、ボックスカルバート、擁壁、トンネル等の人

工構造物の位置や規模を把握し、土石流の流下方向に対して横断的（クリアランス不足によ

るトラブルスポット）か縦断的（土石流の流下方向を制御）かを確認する。 

なお、机上での調査結果は現地調査により確認することとする。調査結果は前項の平面お

よび縦断形状調査結果の図上（様式 2-6）に加えて記載する。 

 

＜土石流の流れに影響を及ぼす人工構造物＞ 

・ 盛土（道路、鉄道等） 

・ 橋梁、暗渠（ボックスカルバート等） 

・ 擁壁 

・ トンネル   

 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図がある場 

合は、それらを使用して土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するために、土石流の流れに影 

響を及ぼすものを対象として、盛土（道路、鉄道等）、橋梁、暗渠、ボックスカルバート、 

擁壁、トンネル等の人工構造物の位置や規模を把握し、土石流の流下方向に対して横断的（ク 

リアランス不足によるトラブルスポット）か縦断的（土石流の流下方向を制御）かを確認す 

る。 

 

基準地点、流下中心等の設定及び、土石流の氾濫規模や氾濫範囲を想定するために、人工構

造物について調査を行う。 
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1.3.4 基準地点の設定 

(1) 基準地点の設定 

 

 

 

 

【解 説】 

基準地点とは土石流が氾濫を開始する地点である。基準地点の位置は、「著しい危害のお

それのある土地」の範囲設定に影響を及ぼすため、慎重に判断することが必要である。 

基準地点の設定は、先に行った平面、縦・横断および人工構造物等の地形調査結果を基に

実施する。基準地点設定の着目点は、表 1.1 および図 1.14(1)～(3)を参考に周辺の状況を

踏まえて総合的に判断する。 

 

表 1.1 基準地点設定に際して考慮する地形条件 

地形条件 状  況 

谷 出 口 谷地形が開けて、谷幅が広くなる地点 

平面形状 狭窄部出口 
谷出口と同様に谷幅が狭い区間（狭窄部）から急激に

谷幅が広くなる地点 

河道屈曲部 土石流の直進性により外湾側に氾濫する地点 

扇 頂 部 
扇状地の頂部で、谷出口と同様に谷幅が広がり、渓床

勾配が緩くなる地点 

平面形状 

縦断形状 

勾配変化点 渓床勾配が上流から下流を見て急激に緩くなる地点 縦断形状 

土石流氾濫実態 過去の土石流の氾濫開始点 

その他 

横断構造物 
渓床の構造物（えん堤、暗渠、橋梁等）によって土石

流の流下が影響される地点 

 

 

基準地点の設定では、必要な場合、複数の基準地点を設定し、現地確認により１つ設定す

る。 

①「土石流氾濫実態」による氾濫開始点が判明している場合は、これを優先し、設定す

る。 

②地形条件により最も適当であると判断した基準地点より上流に保全対象が存在する

場合は、保全対象の上流側に存在する候補地点を「補助基準地点」として設定する(図

1.14(3)参照)。 

③地形条件に併せて社会条件を考慮し、基準地点が“将来的に開発可能な土地”より上

基準地点は、平面、縦横断の地形条件、及び保全対象等の社会条件を基に、基準地点を

抽出し、現地確認によって最終的に設定する。 
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流に設定されているか確認を行う。将来的に開発が見込まれる(保全対象が新しく立地

する)場合は、状況により②と同様に補助基準地点を設定する。 

 

基準地点の設定をいずれによるかは、流域全体の地形状況、人家等の立地状況、現地調査

結果等を踏まえて総合的に判断し、決定する。設定した基準地点は、選定根拠を示す平面図、

縦断図等とともに調書（様式 4-1,4-4）に記載する。 

 

平面形による基準地点の設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（谷出口） 

谷地形が開けて、谷幅が広くなる地点から氾濫

することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（狭窄部出口） 

谷幅が狭い区間（狭窄部）から急激に谷幅が広

くなる地点から氾濫することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（扇頂部） 

扇状地の頂部では急激に谷幅が広がり、渓床勾

配が緩くなるため、広範囲に氾濫することが多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

                 

屈曲部から外湾側に氾濫 

現流路 

（河道屈曲部） 

土石流の直進性により、現流路を流下せず、外

湾側に広がって氾濫することが多い 

図 1.14(1) 基準地点の設定例（その１）
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縦断形による設定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（勾配変化点） 

渓床勾配が急勾配区間から急激に緩くなる地点

で氾濫することが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（扇頂部） 

扇状地の頂部では急激に谷幅が広がり、渓床勾

配が緩くなるため、広範囲に氾濫することが多

い。 

図 1.14(2) 基準地点の設定例（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勾配変化点 

距離（ｍ） 

標 高

（ｍ） 

標 高

（ｍ） 

扇頂部 

距離（ｍ） 
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＜参考＞ 

 土石流発生と渓床勾配との一般的な関係については、以下の通りとされている。 

 

表５－１ 渓床勾配の区分        （θ：渓床勾配） 

 区  分 発 生 区 分 着色  

 20°≦θ 

15°≦θ＜20° 

 

10°≦θ＜15° 

 3°≦θ＜10° 

 2°≦θ＜10° 

発生区間 

発生区間、流下区間 

（火山地域では土石流発生区間） 

土石流流下堆積、土砂流流下区間 

土石流・土砂流堆積区間 

（火山地域では土砂流・泥流型土石流堆積区間） 

赤色 

橙色 

 

桃色 

緑色 

緑色 

 

※細粒土砂を多く含む土石流等のように土石流は、その性質、地形条件によって渓床

勾配３°（火山砂防地域では渓床勾配２°）以下の地域に達した事例がある。 

※表５－１は渓床流動型土石流の参考である。 

 

「土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）平成元年 10 月」より抜粋 
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その他の条件による設定例 

 

道 路 

橋 梁 

 

 

横断構造物：渓床の構造物（暗渠、橋梁等）に

よって土石流の流下が制限され、河道が閉塞し

氾濫することがある（流木災害等を含む） 

 

 

 

 

土石流氾濫実態：過去の土石流が氾濫し始めた

地点。地形条件は箇所毎に異なる 

 

 

 

参考：保全対象の存在範囲よりも上流側に基準

地点を設定した例（基準地点よりも上流側に保

全対象が存在するような場合） 

 

図 1.14 (3) 基準地点の設定例（その３） 
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(2) 特殊な場合の基準地点の設定 

 

 

【解 説】 

土石流が発生するおそれのある渓流の抽出をおこなうと、以下のケースのように「特殊な

場合の基準地点」を設定する可能性が生じる場合がある。 

 

＜例＞土石流が発生するおそれのある渓流内に土石流が発生するおそれのある渓流が設

定される場合 

「土石流が発生するおそれのある渓流内に土石流が発生するおそれのある渓流」とは、図

1.15 に示すような入れ子状の関係のある渓流をいう（以降、「親子渓流」と呼び、大きいほ

うの渓流を「親渓流」、中に含まれる渓流を「子渓流」と呼ぶ）。親子渓流における「危害の

おそれのある土地」は、それぞれの渓流に起因する「危害のおそれのある土地」を明記し、

「親渓流による危害のおそれのある土地」、「子渓流による危害のおそれのある土地」と称す

る。 

図 1.15 に示されている平面図の各点および各区域の定義は、以下のとおりとする。 

 

Ａ点：子渓流の基準地点 

Ｂ点：子渓流による危害のおそれのある土地末端（概ね 2度まで） 

Ｃ点：渓床勾配 2度未満区間の末端または、土石流が発生するおそれのある渓流区間の

上端である。後述するｄ区域内の支渓流が本川付近に基準地点を設定できない場

合、「親子渓流の親渓流」上端点として抽出する。 

Ｄ点：親渓流の基準地点 

Ｅ点：親渓流による危害のおそれのある土地末端（概ね 2度まで） 

ａ区域：子渓流 

ｂ区域：子渓流による危害のおそれのある土地 

ｃ区域：親渓流上流域 

ｄ区域：親渓流下流域 

ｅ区域：親渓流による危害のおそれのある土地 

なお､「親渓流」では､渓流内に土石流が流下しないと想定される緩勾配の渓床（渓床勾配

2度未満）が存在するため､以下の点に留意すること。 

 

・ 運搬可能土砂量を算定の場合には､ａ，ｂ，ｃ，ｄ区域を合わせた流域面積により算出する。 

・ 土石流により流下する土石等の量を算出する場合には､ｄ区域内で設定する。 

 既往の土石流が発生するおそれのある渓流内に土石流が発生するおそれのある渓流がみ

られる場合など、特殊な条件がみられる場合、それぞれの特徴に応じた基準地点を設定する。 
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土石流の発生のおそれのあ

る渓流内における土石流の

発生のおそれのある渓流（子

渓流） 

Ａ点 

Ｂ点 

Ｃ点 

Ｄ点 

Ｅ点 

ａ区域 

ｂ区域 

ｄ区域 ｄ区域 

ｃ区域 

ｅ区域 

基準地点 

基準地点として設定

されない場合 

危害のおそれのある土地 

ａ 
ｂ 

ｄ 

ｃ 

ｅ 

各区域の概念図 

土石流の発生のおそれのある渓流 

（親渓流） 

危害のおそれのある土地 

土石流の発生 

のおそれのあ 
る渓流区間 

土石流の発生 

のおそれのあ 
る渓流区間 

2°以下 

2°以下 

2°以上 

2°以上 

Ａ点 

Ｅ点 

Ｂ点 Ｃ点 

Ｄ点 

 

 

 

図 1.15 親子渓流の設定例 

 

土石流が発生するおそれのある

渓流内における土石流が発生す

るおそれのある渓流 

（子渓流） 

土石流が発生するおそれのある渓流

土石流が発生 

するおそれの 

ある渓流区間 

土石流が発生 

するおそれの 

ある渓流区間 
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図 1.16 分割される渓流の考え方 

k 
k 

k 

k 

土石流が発生するおそれのある渓流の氾濫開始点が基準地点の条件を満たしていない。もしくは複数の基準地点が存在する。 

土石流が発生する 

おそれのある渓流 

土石流が発生する 

おそれのある渓流 

（マニュアル 1.2） 

（マニュアル 1.2） 
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(3) 流域面積 

 

 

 

【解 説】 

流域面積は、基準地点を起点とした流域界を計測する。 

計測に用いる地形図は原則縮尺 1/2,500 以上のものとするが、調査対象流域全体の地形図

が存在しない場合には、山形県森林基本図等（1/5,000）を使用する。 

計測単位はｋm2として、小数点以下第 3位まで計測し、四捨五入して小数点以下第 2位で

まとめる。 

 

※航空レーザデータから作成した等高線がある場合は、それらを使用して流域界を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.17 流域面積の計測範囲 

流域面積の計測は基準地点を起点とした流域界についてその面積を計測する。 

基準地点 

流域界 
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1.3.5 谷次数区分の把握 

 

【解 説】  

流出土砂量の算出に用いるためにホートン・ストレーラーの手法により谷次数区分を行う。

ホートン・ストレーラーの手法では、谷地形の最上流部から最初の合流点までを１次谷、１

次谷と１次谷が合流すると２次谷、２次谷と２次谷が合流すると３次谷となるように谷の次

数を区分する。ただし、高次谷に低次谷が合流しても谷次数は変わらない(２次谷に１次谷

が合流した場合は、下流は２次谷のままとなる)。また、０次谷は１次谷の最上流地点から

等高線の丸みが無くなる地点までとする。 

谷次数区分の結果は、平面図に示し、合計渓流長（各次数の総延長）とともに調書（様式

2-1）に記載する。 

谷次数区分を設定する図面は、流域面積を求めた図面を使用する。 

 

参考図＜区域調書記載事例：流域諸元＞ 

様式２－１　地形･地質状況等 調査年度 平成15年度

渓流番号 渓　流 名

3,131
1,174
1,826

520
―
3
6
0
0
0
0
0

2.6
設定根拠

1.2
設定根拠

35
設定根拠

0.1
設定根拠

0.6
設定根拠

山形県

●●●●●

備考

堆積土砂の容積土砂濃度：C*

土質
定数

流域
内の
対策
施設

砂防えん堤　(基）

治山ダム　(基）

山腹工　(箇所）

床固工　(基）

導流工　(箇所）

渓流保全工　(箇所）

堆積土砂の内部摩擦角：φ(度)

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値
水の密度：ρ(t/m3)

土　石　流　区　域　調　書

谷次数区分図・対策施設位置図・基準地点位置図

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値

●●川 所在地

0.17

礫の密度：σ(t/m3)

流域面積(km
2
)

合計
渓流
長

基礎調査マニュアル参考値

粗度係数：ｎ

山形県○○市××町△丁目渓流の位置

その他施設　(基）

4　次　谷　（m）

0　次　谷　（m）

1　次　谷　（m）

2　次　谷　（m）

3　次　谷　（m）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　　　　　　　凡　例

〔谷次数〕
　　　　　　0次谷　　　　●　 　基準地点
　　　　　　1次谷　　　　　　　　流域界
　　　　　　2次谷
　　　　　　3次谷　　　　　　　　想定土石流区間
　　　　　　4次谷

〔対策施設〕
　　　　　　砂防えん堤　　　　　　　　治山ダム
　　　　　　山腹工　　　　　　　　　　　床固工
　　　　　　導流工　　　　　　　　　　　渓流保全工

　　　　　　その他の施設
　　１　　　施設番号

 

 

 

 

土石流が発生するおそれのある渓流において、谷次数区分を行う。 



1.区域設定のための机上調査（現地踏査を含む） 

- II-28 - 

 

1.3.6 地質調査 

 

【解 説】 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 シームレス地質情報研究

グループが提供する 20 万分の 1日本シームレス地質図の GIS データを利用する。 

 

平成 14～15 年度に新庄河川事務所で検討された結果により、山形県では、特殊な土質が

想定されない限り、表 1.2 の参考値を用いることとする。 

地質調査結果は調書（様式 2-1）にとりまとめる。 

 

表 1.2 土質定数等の一覧（※1） 

項目 記号 単位 参考値 

土石流に含まれる礫の密度 σ kg/ｍ3 2600 

土石流に含まれる流水の密度 ρ kg/ｍ3 1200 

土石流に含まれる土石等の内部摩擦角 φ ° 35（30～40） 

粗度係数 n － 0.1 

堆積土石等の容積濃度 Ｃ* － 0.6 

   
※１「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 平成 28 年４月 国土交通省国土政策 

   総合研究所」を参考とした。 

 

危害のおそれのある土地等の区域を設定するため、「土石流が発生するおそれのある渓流」

および「危害のおそれのある土地等」における土質定数について調査する。 



1.区域設定のための机上調査（現地踏査を含む） 

- II-29 - 

 

1.4 対策施設の状況調査 

 

※土砂災害防止施設等は、事業計画を含めて発注者にヒアリングを実施する。 

治山施設等は、山形県でとりまとめたデータがある場合、効果の評価を含めて協議する。 

その他、民間の施設は、効果が見込める場合、その評価について協議する。 

 

【解 説】 

対策施設状況の把握は、土石流により流下する土石等の量を決定する際に、対策施設によ

る効果量を反映させることを目的として実施する。対策施設とは、次の効果を有する施設と

する。 

・ 土石流を発生させない効果 

・ 土石流となって流下する土石等の量を減少させる効果 

・ 土石流を保全すべき地域に到達させない効果 

 

 

 
図 1.18 土石流の対策施設状況図 

対策施設状況の把握を行い、土石流により流下する土石等の量を減少させる効果を量的に

評価する。 



1.区域設定のための机上調査（現地踏査を含む） 

- II-30 - 

 

1.4.1 対策施設の机上調査 

 

【解 説】 

対策施設調査は現地踏査結果と既存資料、地形図、空中写真判読により、対策施設の位置

および諸元（幅、長さ、高さ等）を把握する。現地踏査結果と既存資料で把握できない項目

については、現地調査で確認する。 

調査は、「土石流が発生するおそれのある渓流」および「土砂災害の危害をもたらされると

予想される土地」に含まれる全ての対策施設に対して行う。 

この際、調査に利用できる既存資料として次のものがある。 

・ 砂防設備台帳 

・ 施設の計画，設計，施工時の資料 

・ 「土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）」，「土石流危険渓流カルテ

作成要領（案）」による調査成果 

 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図が

ある場合は、それらを使用して対策施設の位置および諸元（幅、長さ、高さ等）を

把握する。 

 

調査項目 

1) 施設の位置および規模 

対策施設の効果評価に必要な施設（えん堤、床固、山腹工、土石流を開発区域外に導流す

るための施設）の諸元を調査する（表 1.3, 表 1.4, 図 1.19，図 1.20，図 1.21,図 1.22, 

参照）。 

資料で明らかでない諸元は現地調査による簡易計測をおこなう。（「2.3 対策施設の状況

調査」参照） 

2) 対策施設等の事業種 

対策施設等の事業種は以下の通り区分する。 

・ 砂防事業（国、都道府県） 

・ 治山事業（国、都道府県、市町村） 

・ その他の事業 

・ 施工者不明 

3) 施工時期 

既存対策施設の竣工年を調査する。

 資料により、対策施設の以下の状況について調査する。 

  ・ 対策施設の位置および規模 

  ・ 事業種 

  ・ 施工時期 
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表 1.3 対策工の種類と調査項目（その１） 

 

有効数字

桁数

有効高 Ｈ ｍ 小数第1位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

堤高 Ｈ0 ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

天端幅 b ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

前のり面勾配（1：ｎ） n 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

後のり面勾配（1：ｍ） ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

堆砂基礎長 Ｂ0 ｍ 整数 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

元河床勾配 i0 tanθ 小数第2位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

平常時堆砂勾配 i1 tanθ 小数第2位 i1＝n/2

高水時堆積勾配 i2 tanθ 小数第2位 i2＝2/3・n

現況未満砂高 ΔＨ ｍ 小数第1位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

現況堆砂幅 Ｂ1 ｍ 整数 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

現況堆砂長 Ｌ0 ｍ 整数 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

現況堆砂量 Ｖ0 ｍ3 10
不透過型　Ｖ0＝0.25（Ｂ0+Ｂ1）（Ｈ-ΔＨ）×Ｌ0

部分不透過型　Ｖ0＝0.25（Ｂ0+Ｂ1）（Ｈ3-ΔＨ）×Ｌ0

現況未満砂量 ΔＶ ｍ3 10 ΔＶ＝Ｖ－Ｖ0

計画堆砂幅 Ｂ2 ｍ 整数 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

計画堆砂長 Ｌ ｍ 整数 ○ Ｌ＝2Ｈ/n

不透過部高 Ｈ3 ｍ 小数第1位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

不透過部堆砂幅 Ｂ3 ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

不透過部堆砂長 Ｌ3 ｍ 整数 ○ Ｌ3＝2Ｈ'/n

計画貯砂量 Ｖ ｍ3 10 Ｖ＝0.5（Ｂ0+Ｂ2)・Ｈ2/n

計画貯砂量 Ｖ3 ｍ3 10 Ｖ3＝0.5（Ｂ0+Ｂ2)・Ｈ3
2/n

ｍ3 10 透過型　Ｖ1＝1.5・Ｖ

ｍ3 10 不透過型　Ｖ1＝0.5・Ｖ

ｍ3 10 部分透過型　Ｖ1＝1.5・Ｖ-Ｖ3

ｍ3 10 除石前提　Ｖ1＝Ｖ＋1.5・Ｖ

渓床堆積物の平均深さ De ｍ 整数 資料（設計図書等）または、測定値

平均渓床幅 Ｂ ｍ 整数 資料（設計図書等）または、測定値

侵食可能断面積 Ae ㎡ 小数第1位 資料（設計図書等）または、マニュアル・渓床状況の把握

発生抑制量 Ｖ2 ｍ3 10
不透過型　Ｖ2＝Ae・Ｌ

部分不透過型　Ｖ2＝Ae・Ｌ3

カルテに記載さ
れている項目

法律で規
定する工

種

調査内容

工種 項目 記号 単位 整理方法

捕捉量 Ｖ1

砂防えん堤（土石
流対策えん堤）

治山えん堤・所管
不明えん堤（土石
流対策えん堤と

なっていないえん
堤）

えん堤

i 0 /2 

i 0 

i 0 

i 0 

i 0 

i 0 

L3=3H’/i0  

L=3H/i0  
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表 1.4 対策工の種類と調査項目（その２） 

有効数字

桁数

延長 L" ｍ 整数 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

流路平均底幅 B' ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

流路平均高 H' ｍ 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

護岸勾配（1：ｍ） m 小数第1位 資料（設計図書等）または、測定値

侵食可能断面積 Ae ㎡ 小数第1位 資料（設計図書等）または、マニュアル・渓床状況の把握

発生抑制量 Ｖ2 ｍ3 10 Ｖ2＝Ae・Ｌ"

有効高 Ｈ ｍ 小数第1位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

元河床勾配 i0 tanθ 小数第2位 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

平常時堆砂勾配 i1 tanθ 小数第2位 i1＝i₀/2i₀

計画堆砂長 L" ｍ 整数 Ｌ"＝2Ｈ/i₀

侵食可能断面積 Ae ㎡ 小数第1位 資料（設計図書等）または、マニュアル・渓床状況の把握

発生抑制量 Ｖ2 ｍ3 10 Ｖ2＝Ae・Ｌ"

種別 資料（設計図書等）または、目視

延長 L' ｍ 10 ○ 資料（設計図書等）または、測定値

侵食可能断面積 Ae ㎡ 小数第1位 資料（設計図書等）または、マニュアル・渓床状況の把握

敷設面積 A ㎡ 10 資料（設計図書等）または、測定値

発生抑制量 Ｖ2 ｍ3 10 対策工の評価『山腹工』による。または、Ｖ2＝Ae・Ｌ'

法律で規
定する工

種

山腹工 山腹工の諸元

渓流保全
工

導流工
流路工の諸元

床固工の諸元床固工

調査内容

工種 項目 記号 単位 整理方法
カルテに記載
されている項

目

 

i 0 

i 0 /2 
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図 1.19 えん堤の施設効果模式図 
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図 1.20 渓流保全工の施設効果模式図 

 

 

図 1.21 渓流保全工（床固）の施設効果模式図 

図 1.22 山腹工の施設効果模式図 

 

発生抑制量 
1/2 i0

Ae 

0次谷の流域界
山腹工

山腹工と重なる0次谷の流
路を効果量とする

Ae 

L’’ 

渓流保全工区間
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参考図＜区域調書記載例：対策施設の諸元、えん堤の安定計算結果＞ 
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1.4.2 対策施設の効果評価 

 

 

【解 説】 

(1) 既存施設評価の技術基準 

後述の「3.2 著しい危害のおそれのある土地の区域の設定」で想定する規模の土石流が発

生した場合に、対策施設が破壊されず安全に機能する構造であるかを確認し、その機能に応

じた効果を評価する。 

対策施設の安全性に関する技術基準は施行令第７条を参考にする。なお資料または現地調

査により、天端幅が 3m 以上あるなど「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説」

に準拠して設計されたことが確認されたえん堤(土石流対策えん堤)は安全と判断できる。 

なお、現地調査により被災が確認できるなど安全性に問題があると判断できる場合、写真

等に記録し調査職員へ報告するとともに、取り扱いについて協議を行う。 

 

土砂災害を防止するための効果を有する対策施設等の効果について、評価を行う。 

対策施設の構造に求められる技術的基準については「土砂災害防止法における土砂災

害防止対策の推進に関する法律施行令（平成 13 年 3 月 28 日政令第 84 号）」第７条に定

める対策工事等の計画の技術基準を参考とする。 

また、対策施設に作用する力については、国土交通大臣が定める方法（平成 13年 3月

28日国土交通省告示第 332号）を参考に定める。 

ただし、土砂災害を防止するための効果を有し、安全と判断できる場合には、現場毎

の状況を考慮して評価することができる。 

安全と判断できる場合とは、例えば、地表面や道路、建築物等の構造物に地滑りの滑

動によるものと考えられる変状（亀裂、沈下、隆起、小崩壊等）が確認されていない場

合等をいう。 

 

上記によって安全であると判断された対策施設は、次のように効果量を評価する。 

①  えん堤の効果量は捕捉量と発生抑制量を評価する。 

② 流路工や床固工は発生抑制量を評価する。 

③  施設が複数存在する場合は、それぞれについて効果量を算出する。 
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(2) 評価の方法 

対策施設の種類ごとの効果量は次のように評価する。 

なお、評価式については、表 1.3 及び表 1.4 を参照のこと。 

         

表 1.5 効果量を見込む対策施設 

施設の種類 効果を見込む量 備   考 

土石流対策の砂防えん

堤・治山ダム施設 

捕捉量・発生抑制量 

（貯砂容量） 

除石を前提とした不透過型えん

堤は、貯砂容量も見込む 

通常荒廃砂防えん堤・治

山ダム、所管不明ダム等

の土石流対策となって

いない施設 

捕捉量・発生抑制量 未満砂でも満砂とみなして効果

量を見込む 

 

渓流保全工、床固工等 発生抑制量 基準地点より上流の区間のみ効

果を見込む 

山腹工 0 次谷における発生抑制量 現地にて確認する 

 

※）緑化工のみの山腹工は、効果をみない。 
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1) えん堤の型式と施設効果の考え方 

既設の砂防えん堤等の対策施設の効果評価手順は、図 1.23 の流れに沿って行い、の項目

について効果量を評価する。 

また、不透過型えん堤で除石計画がない場合でも、堆砂状況等を適切に把握・管理してい

る場合（定期的にえん堤堆砂量測定等が行われている場合等）は、除石計画ありとみなし、

安定計算により安全性が確認されたとき空容量を効果量とすることができる。 

部分透過型えん堤は不透過部の効果と透過部の効果を上記と同様に算出し合計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.23 砂防等えん堤等の対策施設効果評価フロー6） 

 

表 1.6 砂防えん堤等の施設効果評価 

えん堤の形

式 

効果量の 

評価タイプ 

効  果  量 

計画捕捉量 発生抑制量 空容量(貯砂量) 

不透過型 
① ○ ○ ○ 

② ○ ○   

透過型 ③ ○ ○   

※図 1.24参照 

 

 

砂防えん堤等の施設効果評価スタート

不透過型えん堤 透過型えん堤※２

無 有

不要※3 必要※1

安定 不安定

タイプ②

安定

タイプ① 効果量＝０ タイプ① 効果量＝０ タイプ③

有無

安定 不安定

効果量＝０

有無

安定 不安定

タイプ③ 効果量＝０

必要※1

不安定安定

(改造する場合）え ん 堤 型 式
（重力式）

除 石 計 画
（土砂採取計画含む）

砂 防 え ん 堤 等
本体の安定計算

安定性の評価

対策工の有無

対 策 工 を 考 慮
し た 安 定 計 算

効果量の評価

※１：安定計算手法は土石流対策技術指
      針(案)(H12.7)に則る。
※２：透過型えん堤は、開口部の大きさ
　　　が土石流中の礫の最大径の１.５
　　　倍以下であることを前提とする。
※３：えん堤が破損等により機能が低下
      していると考えられる場合は、安
      定計算を行うものとする。

基本的に 
満砂と見 

なす 

※１：安定計算手法は土石流・流木対策 

   設計技術指針 解説(H28.4)に則る。 

※２：透過型えん堤は、開口部の大きさ 

   が土石流中の礫の最大径の１．５ 

   倍以下であることを前提とする。 

※３：えん堤が破壊等により機能が低下 

   していると考えられる場合は、安 

   定計算を行うものとする。 
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図 1.24 堆砂勾配及び計画捕捉量、発生抑制量 

2) 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説を満たさない構造のえん堤 

治山えん堤や所管不明のえん堤等については、捕捉量・発生抑制量を評価する。 

但し、現地において著しい破損等が確認された場合、写真やスケッチ等に記録して調査職

員へ報告するとともに、取り扱いについて協議を行う。 

  

3) 基準地点より下流の砂防えん堤の取り扱い 

基準地点より下流では｢侵食による土砂生産｣を想定しないため、発生抑制量は評価しない。

捕捉量は 1)，2)に準じて算出する。 

 

4) 渓流保全工 

渓流保全工（渓流保全工および床固工）は、基準地点より上流の設置区間について発生抑

制量を評価し、基準地点下流では見込まない。 

 

5) 山腹工 

山腹工については、以下の方法により効果量を算出することができる。 

 

○施設（山腹工）が施工されている部分に相当する 0 次谷の移動可能土砂量を直接

差し引く方法 

0 次谷流域界内の渓床において、施設が施工されている部分と重なる 0次谷

（透過型）

計画堆砂勾配

平常時堆砂勾配

スリット底

（不透過型）

計画堆砂勾配

平常時堆砂勾配

現渓床勾配

凡例

：空容量
（貯砂量）

：計画捕捉量

：発生抑制量

横 断 面

現渓床勾配

縦 断 面

縦 断 面 横 断 面

*スリット底が現渓床と概ね同じ場合は
発生抑制量は見込まない。
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の移動可能土砂量分を効果量とする。 

 

○施設（山腹工）の面積と 0次谷の流域面積の関係から効果量を算出する方法 

施設が渓床部分と重ならない場合、0次谷の流域面積に対する施設の面積を、

0次谷の流路長に対する効果量の流路長として効果量を算出する。 

 

0次谷の流域面積 A：山腹工の面積 B 

＝0次谷の流路長 L：山腹工の施設効果量を算出するための流路長 L’ 

 

以上より求めた L’に、0次谷移動可能土砂量の断面積を乗じて効果量を算出する。 

 

6) 渓流を横断する人工構造物 

ボックスカルバート・道路盛土・鉄道盛土・ため池の盛土など渓流を横断する人工構造物

は土石流対策施設ではなく、土石流の流下により破損する可能性があることから、効果量は

見込まない。ただし、関係機関等との協議により、安全に土石流量を低減させる効果が認め

られると判断された場合は、別途基準を設けて効果量を算出する。 
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概ね 200m 程度 

砂
防
え
ん
堤
等 

土石流が流下する渓床の勾配θ 

＝概ね 200m 程度上流までの平均的渓床勾配 

 

参考＜対策施設の効果評価における土石流ピーク流量の算出＞ 
 

対策施設の効果評価における土石流ピーク流量は、砂防えん堤等の施設地点において算出 

する。 

 

①流下する渓床の勾配 
 
  土石流の土砂濃度(Ｃｄ)等を求める際に用いる土石流が流下する渓床の勾配θは、参図 1

の通りとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 土石流が流下する渓床勾配 
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 ②土石流ピーク流量 
   

・対象とする砂防えん堤等より上流において、流体力算出対象土砂量Ｖe’と運搬可能土砂量

Ｖec’を計算し、小さい方を「対象とする砂防えん堤等」の地点における「土石流により

流下する土石等の量」(Ｖ’)とする。 
   

・Ｖec’を計算する際、流域面積Ａ’は「対象とする砂防えん堤等」の上流域の流域面積と

する。また、土石流の土砂濃度Ｃｄは、「対象とする砂防えん堤等」における土砂濃度を用

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 土石流ピーク流量の算出 

 

③えん堤に作用する土石流の幅 
 

   土石流流体力が、対象とする砂防えん堤等に作用する幅Ｂは「3.2.4 土石流流下幅の設定」

と同様の手法で設定するものとする。 

   ここに、土石流の幅は、えん堤直上流における土石流の幅とする。 

 

 ④土石流の高さ 
 

   対象とする砂防えん堤等に作用する土石流の高さｈは、次式により算出するものとする。 
 

                3/5 

      ｈ＝  

 

       ｈ：土石流の高さ(m) 

 0.01Ｃ＊Ｖ’ 

 Ｃｄ 
(土石流ピーク流量)Ｑsp＝ 

ｎ･Ｑsp 

Ｂ(sinθ)1/2 

流域面積Ａ' 

対象とする砂防えん堤等

基準地点

運搬可能土砂量Ｖec’

対象とする砂防えん堤等

 

fr
Cd1

Cd

1

A'R10
Vec'

T

3






⋅⋅

=

－－λ

(但し、0.3≦Cd≦0.9C
*
)

流体力算出対象土砂量Ｖe’

流域面積Ａ'
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1.5 侵食可能土砂量の設定 

 

 

 

※侵食可能断面は、「令和４年度 土砂災害警戒避難情報提供事業（防災安全・基礎）衛星画

像を活用した「土砂災害防止法」に基づく基礎調査業務委託」で集計した統計土砂量を使用

するため、基本的に現地調査は実施しない。 

 ただし、次の場合は従来の手法で現地調査を実施するか調査職員と協議する。 

 ・過去 10 年以内に土石流が生じた渓流 

 ・流域内に斜面崩壊が認められた渓流 

 ・流域内に大規模な地形改変が認められた渓流 

 

  

表 1.7 統計土砂量（地質毎谷次数毎の単位長さ当りの侵食可能土砂量（Ae）平均値） 

単位：m3／m 

地質区分 0 次谷 1 次谷 2 次谷 
3 次谷 

（参考） 

4 次谷 

（参考） 

花崗岩類 2.7 4.1 6.3 （7.5） － 

火砕流堆積物 3.4 5.0 7.4 （16.3） － 

その他火成岩類 2.6 4.0 5.4 （6.7） （6.1） 

中生層 

（参考） 
（1.7） （6.5） （6.7） （16.0） － 

第三紀層 2.5 3.5 4.3 （6.4） （12.1） 

第四紀層 2.6 4.4 6.4 （6.2） （8.8） 

※括弧内は参考値 

 

注意：統計土砂量を使用しても次の作業手法は変更しない（現地調査を除く）。 

【解 説】 

（1）調査手順 

渓床状況として、谷次数毎の侵食可能断面積（侵食深、侵食幅）を現地踏査において把握

する。参考資料として調査位置及び侵食可能断面を既往調査資料により確認する。 

 

※既往資料とは、渓床の状況が詳細に示された土砂災害防止法基礎調査報告書、土石流危険渓流および土

石流危険区域調査カルテ、砂防施設詳細設計報告書等をいう。 

 

侵食可能土砂量は、基準地点上流域を対象に、侵食可能断面積の調査を行って把握する。 
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(2)侵食可能断面の妥当性の検討 

侵食深、幅の妥当性は本県における災害実態資料が存在し、かつ有効であると判断される

場合はそれを用いることとする。 

なお、有効な災害実態資料が存在しない場合は、参考１の文献の調査例と比較する上で、

１km2 当たりの流出土砂量を算出し、参考２に示す地質分類毎の流出土砂量の比較を行い、

妥当性を判断する。なお、具体的な目安としては、10 倍以上あるいは 1/10 以下の差異が認

められた場合に現地特性を再確認する。 

渓床状況調査結果（侵食深、侵食幅、侵食可能断面積）は、調書（様式 4-4）にとりまと

める。 

 

◆参考１：平均洗掘深の調査例 

本 沢（西湖災害、山梨県）   3.02m 

三沢川（  〃   、 〃 ）   2.49m 

小浜川（尾鷲災害、三重県）   2.0 m 

砥石川（天草災害、熊本県）   1.7 m 

小豆島災害（香川県）     0.5～1.8 m 

長龍寺川（長崎災害、長崎県）  0.5 m 

陣ノ内川（  〃  、 〃 ）  0.7 m 

鍋倉沢支川（温海町災害、山形県）0.7 m 

江河内谷（広島西部災害、広島県）1.5 m 

上原谷 （   〃   、 〃 ）1.2 m    

出典：「土石流対策技術指針（案）平成１２年７月 建設省砂防部砂防課」 

  

◆参考２：土石流区域における計画流出土砂量 

   土石流区域（標準流域面積１km2の場合） 

   １）花崗岩地帯     50 000～150 000ｍ３/km2/１洪水 

   ２）火山噴出物地帯   80 000～200 000   〃 

   ３）第３紀層地帯    40 000～100 000   〃 

   ４）破砕帯地帯     100 000～200 000   〃 

   ５）その他の地帯    30 000～ 80 000   〃 

※ 流域面積が標準の 10 倍の場合には数値は 0.5 倍、1/10 倍の場合は３倍程度として

用いることができる（建設省河川局砂防部調べ）。 

出典：「建設省河川砂防技術基準（案）同解説 計画編 建設省河川局監修」 
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参考図＜区域調書記載事例：渓床状況の把握＞ 

土　石　流　区　域　調　書
様式４－４　想定土石流流出区間の検討 調査年度 平成15年度

渓流番号 ●●●●● 渓流名 所在地 山形県○○市××町△丁目

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 2 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 3 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 3 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

山形県

基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定区間番号 C
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m3)
基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定土石流流出区間 × 侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）
18,520

想定区間内の
対 策 施 設

砂防えん堤

治山ダム

渓流保全工

その他施設

2,820基準地点までの想定区間長(m)

想定区間番号 B
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

13,200

想定区間内の
対 策 施 設

山腹工

対策施設総効果量(m3)

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号 谷　次　数

想定区間内の
対 策 施 設

18,520侵食可能土砂量(m3)
（施設効果は考慮せず）

谷　次　数

床固工

導流工

渓流保全工

その他施設

●●川

砂防えん堤

治山ダム

施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

5,320A想定区間番号

想定土石流流出区間

渓流の位置

調査地点番号

想定区間内の
侵食可能土砂量

○

導流工

渓流保全工

山腹工

床固工

導流工

砂防えん堤

治山ダム

山腹工

床固工

対策施設総効果量(m3)

谷　次　数

その他施設

想定土石流流出区間 × 侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）
18,520 対策施設総効果量(m3)

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号
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2．区域設定のための現地調査 

 

原則、現地調査は実施しないが、下記条件を満たした場合は実施する。 

・効果を見込める対策工がある場合。 

・区域設定に影響する災害等が確認された場合。 

・区域設定に影響する地形改変が確認された場合。 

ただし、砂防基盤図の修正を必要とする場合は現地調査を保留し、砂防基盤図を修正する。 

 

また、現地調査はすべての項目を実施するものではなく、机上調査での設定が難しい下記の場合

を対象とする。 

 ・流域内で災害が生じた場合は流域内において侵食可能土砂量を調査する。 

 ・効果を見込める対策工がある場合は、対策工の項目のみを調査する。 

 ・地形改変が生じており区域に影響がある場合は、その範囲のみ現地調査を実施する。 

 

 

【解 説】 

区域設定のための現地調査は以下のフローに従い実施するものとする。 

 

 

 

地形調査

①平面および縦断・横断形状の確認
②人工構造物の調査
③基準地点の確認

地質調査

対策施設状況の調査

 

 

図 2.1  区域設定のための現地調査フロー 

 

区域設定のための現地調査では、既往資料調査において設定した項目の確認および机上調査

で収集のできない項目の調査・確認を行う。 
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2.1 地形調査 

 

机上調査結果の確認として、基準地点・及び流下方向の確認を行う。また、渓床状況が資料に

より把握されていない場合は、渓床堆積物侵食断面積（Ae）を把握するための調査を実施する。 

 

【解 説】 

机上調査の確認として、基準地点周辺の地形条件・社会条件を現地にて確認する。また、机上

調査で設定した流下方向について、現地の状況（地形の起伏（比高）、現況河道の屈曲・狭窄、

人工構造物等）を確認する。 

 

・ 平面および縦断・横断形状（流下方向）の確認 

・ 人工構造物の調査 

・ 基準地点の確認 

 

更に、土石流危険渓流カルテの調査断面が転用できない場合などは、現地において谷次数ごと

の渓床堆積物侵食断面積の測定を行う。 

 

・ 渓床堆積物侵食断面の測定（渓床状況の調査） 
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2.1.1 平面および縦断・横断形状（流下方向）の把握 

 

平面・縦断・横断形状について、机上で設定した流下方向について現地で確認する。 

 

【解 説】 

机上調査で設定した土石流の流下方向について、渓床と周辺の地形との比高、現況河道の屈曲

部、狭窄部、人工構造物（ボックスカルバート、橋梁 等）等、土石流がその流下方向を変える

可能性がある箇所について確認を行う。 

確認した箇所について、写真撮影を行い地形図に示す。 

 

参考＜区域調書記載例：現地調査による修正記録＞ 

 

 

 

土　石　流　区　域　調　書
様式２－６　微地形および人工構造物の状況図 調査年度

渓流番号 ●●●●● 渓流名 所在地

1023

14373

山形県

山形県○○市××町△丁目●●川渓 流 の 位 置

平成15年度
　

　

基準地点

少量の表面水のみ、明確な流路無し
土石流堆積物有り
流下方向は、表面水と全体の谷形状
により設定した。

土石流流下方向：
斜面住宅と直交する方向

右岸側については、隣接する渓流の右岸側に規制される。

土地利用により右岸方向が開放
され、危害のおそれのある土地の
区域が広がると想定される。

斜面により危害のおそれのある土地が
規制されると想定される。

直上流の斜面により、土石流が規制されること
から、土石等が到達しないものと想定される。

斜面（小山）により危害のおそれのあ
る土地が規制されると想定される。

斜面により危害のおそれのある土
地が規制されると想定される。

　　　　　　　　　　　　        凡　例

　　　　　　　　小　山
　　　　　　　　盛　土
　　　　　　　　河　川
　　　　　　　　用水路
　　　　　　　　割堀構造・盛土構造をなす鉄道・道路等の人工構造物

凡例については、各府県で対応する。
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2.1.2 人工構造物の調査 

 

机上調査で確認した人工構造物について比高・規模の確認を行う。また、机上調査で確

認されなかった人工構造物についても同様に確認を行う。 

 

【解 説】 

人工構造物については、土石流の流れに影響を与える構造物について、人工構造物の位置の確

認と渓床からの比高の距離について簡易計測を実施し、現地の写真撮影を行い地形図に示す。 

 

 

 参考＜区域調書記載例：人工構造物現地確認記録＞ 

様式３－８　現地写真・スケッチ等 調査年度

渓流番号 渓流名 所在地

調査年月日 平成15年△月□日 調査年月日 平成15年△月□日

山形県

国道通過部（2×2mのボックスカルバート）

平成15年度
山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

土　石　流　区　域　調　書

写真・スケッチ番号 Ｐ１ 写真・スケッチ番号コメント コメント

●●●●● ●●川
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参考 ＜流下方向の設定事例＞ 

 砂防基盤図を用いて机上で設定した現況河道の現地確認を行った結果、実際の流路が異なる

渓流が存在した場合、以下の手順で現況流路を設定すること。 

 

① 砂防基盤図上での谷線の設定 

 机上で谷線を設定する。 

38.3

44.6

38.9

35.1

40.9

124.1

102.8

90

60
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100

110
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50
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0

60

70

80

9
0

11
0
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0

北野神社

浄福寺

0 0.05

Kilometers

0.1

#

 

② 出口上流の谷線の確認 

 現地で谷出口上流の谷線の状況を確認したところ、谷出口より上流側の谷線は、地形図とほ

ぼ一致していることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

② 
地形図上の谷線 
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③ 出口および流下方向の確認 

現地で谷出口から土石流が流下すると想定される流下方向の確認を行ったところ、現状の道

路沿いを直進することが想定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 現況流路の設定 

 以上の現地調査結果をふまえ、砂防基盤図上において、谷出口上流の谷線と下流側の流下方

向を直線的に結ぶように流下方向を設定した。 
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設定した流下方向 
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2.1.3 基準地点の確認 

 

基準地点は、危害のおそれのある土地等を設定する際の基準となる地点である。そのため、

図上で設定した基準地点は、必ず現地調査時に確認する。 

 

【解 説】 

基準地点の確認・調査では、図上で設定した基準地点位置、基準地点付近の地形及び保全

対象位置の確認を行い、調書に記録する。なお、地形改変や施設設置などによって図面と現

地地形が異なり基準点位置が変わる場合や、地形図上で想定した地形変化点（地形的拘束か

らの開放地点、縦断勾配変化点など）が現地において著しくずれていることが確認された場

合などは正しい地形条件および基準地点を地形図上に転記する。 

また、仮に設置した基準地点および決定した基準地点の写真撮影を行い、修正内容を調書

に記録する。 

 

 

参考＜区域調書記載例：基準地点の設定根拠＞ 

土　石　流　区　域　調　書

様式４－１　基準地点設定根拠図

渓流番号 渓流名 所在地
決定した基準地点
基準地点候補地１ 基準地点候補地２

1023

14373

山形県

候補地１

基準地点選定根拠

調査年度

●●川

基準地点候補地１は、勾配変化点（上流側10°～12°，下流側8°以下）であり、直下流側の渓床に直径20cm程度の土石流堆積物が確認できる。また、左岸側には、岩も見えており、土石流の流送区間と堆積区間との変換点にあたると考
え、基準地点として選定した。一方、基準地点候補地２は、机上（縦断図）において、明らかな勾配変換点であり、基準地点候補地として設定したが、勾配の変化が見られないこと、また、当該地点上流域において、土石流堆積物等が確認で
き、谷幅の広がっており既に堆積区間にあると想定できることから、基準地点とはしなかった。

山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

●●●●●

10m

1m

10m

1m

基準地点候補地１ 基準地点候補地２

基準地点候補地１
基準地点候補地２
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2.1.4 渓床状況の調査 

 

現地調査により、基準地点上流域を対象に、土石流となって基準地点まで流下するおそれ

のある侵食可能土砂の分布状況を把握する。 

 

【解 説】 

渓床状況は概ね過去 5 年以内に流域全域の踏査が実施され、谷次数毎にその平均的な渓床

状況（同一谷次数でも状況の異なる場合は複数）が調査資料等から把握できる場合は、これ

を参考に現地調査をおこなう。 

現地調査では流域全域の踏査を実施し、谷次数ごとの平均的な渓床堆積物侵食断面積の測

定を行う（図 2.2 渓床状況の参考例参照）。また、同じ谷次数の流路でも谷形状や渓床・渓

岸状況などが著しく異なる谷（あるいは区間）が認められる場合には複数にわけ測定を実施

する。 

現地調査を行う際の調査項目は以下の通りとする。 

 

① 渓床の横断スケッチおよび下流側から撮影した渓床全体の状況写真 

② 堆積形状（渓床堆積幅、渓床侵食深） 

渓床堆積幅、侵食深については、以下の項目を参考にする。 

① 渓岸の過去の侵食痕跡、流水痕跡 

② 渓岸の植生（先駆樹種、低木、草本）の状況 
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(a) 侵食痕跡、流水痕跡 
侵食痕跡･流下痕跡の確認できる場合は、その範囲内

を堆積幅と判断する。 

 

B

侵食痕跡、又は流水痕

 

(d) 過去の土石流堆積物（２） 
渓岸部等が露岩しており、土石等の流下痕跡が確認で

きる場合は、その範囲を含めて堆積幅と判断する。 

 

B

基盤岩

Ｂ

 

(b) 渓岸の植生（先駆樹種、低木、草本） 
高木類に挟まれた低木類･草本類等の植生の範囲を

堆積幅と判断する。 

 

B

 

(e) 過去の土石流堆積物（３） 
堆積構造や植生から土石流堆積物と判断される土砂

の堆積範囲を堆積幅とする。 

 

Ｂ

 

(c) 過去の土石流堆積物（１） 
堆積構造や植生から土石流堆積物と判断される土砂

の堆積範囲を堆積幅とする。 

 

B
Ｂ

 
 

(f) 渓岸崩壊のある場合 
渓岸部に崩壊がある場合は、その渓流区間においては

崩壊土砂を含めた範囲を堆積幅と判断する。 

 

Ｂ

崩壊地

 

図 2.2 渓床状況の参考例 
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◆現地調査地点設定の考え方 

渓床状況の調査は、流域内の各谷の土砂堆積状況を把握するために行うものであり、机上

調査で谷線を記入した各谷次数で実施することになる。ただし、同一谷次数区間でも、堆積

が優先する区間（堆積区間）、露岩している区間（露岩区間）等が混在する谷もあることから、

このような谷次数においては、堆積区間、露岩区間ともに渓床状況の調査を行うことを基本

とする。また、渓床状況調査は、「土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）」お

よび「土石流危険渓流カルテ作成要領（案）」等も参考にしておこなう。なお、渓床堆積土砂

の分布状況が一様であるかは、各谷の地質、勾配、崩壊地の有無等を参考に、空中写真判読

や現地踏査により判断する。 

 

 

参考図＜区域調書記載例：渓床状況調査結果＞ 

様式３－８　現地写真・スケッチ等 調査年度

渓流番号 渓流名 所在地

調査年月日 平成15年△月□日 調査年月日 平成15年△月□日

山形県

土　石　流　区　域　調　書

写真・スケッチ番号 Ｐ１ 写真・スケッチ番号 Ｐ２コメント コメント

●●●●● ●●川

基準地点の状況。
勾配変化点（上流側10°～12°，下流側8°以下）であり、直
下流側の渓床に直径20cm程度の土石流堆積物が確認でき
る。また、左岸側には、岩も見えており、土石流の流送区間と
堆積区間との変換点にあたると考え、基準地点として選定し
た。

基準地点直下流の堆積物の状況。
明らかに土石流堆積物と見られる土砂が、表面及び断面にみ
られ、当該地点がすでに土石流堆積区間であると判断した。
直径20cm程度の礫が点在している。

平成15年度
山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

岩

土石流堆積物
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2.2 地質調査 

 

地質調査は、特殊な地質が想定される場合のみ、現地調査において地質状況の確認を行う。 

 

【解 説】 

地質調査は、机上調査における表層地質図を十分参考の上、特殊な土質が想定される場合

にのみ実施する。地質調査を実施する場合、特殊な地質を裏付ける現象の痕跡や、露岩を写

真撮影する。 

 

※国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質情報研究部門 シームレス地質情報研究グ

ループが提供する 20 万分の 1日本シームレス地質図の GIS データを利用する。 

 

参考＜区域調書記載例：地質調査結果の確認＞ 

様式２－１　地形･地質状況等 調査年度 平成15年度

渓流番号 渓　流 名

3,131

1,174

1,826

520

―

3

6

0

0

0

0

0

2.6

設定根拠

1.2

設定根拠

35

設定根拠

0.1

設定根拠

0.6

設定根拠

山形県

基礎調査マニュアル参考値

粗度係数：ｎ

山形県○○市××町△丁目渓流の位置

その他施設　(基）

4　次　谷　（m）

0　次　谷　（m）

1　次　谷　（m）

2　次　谷　（m）

3　次　谷　（m）

土　石　流　区　域　調　書

谷次数区分図・対策施設位置図・基準地点位置図

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値

●●川 所在地

0.17

礫の密度：σ(t/m3)

流域面積(km
2
)

合計
渓流
長

導流工　(箇所）

渓流保全工　(箇所）

堆積土砂の内部摩擦角：φ(度)

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値
水の密度：ρ(t/m3)

●●●●●

備考

堆積土砂の容積土砂濃度：C*

土質
定数

流域
内の
対策
施設

砂防えん堤　(基）

治山ダム　(基）

山腹工　(箇所）

床固工　(基）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　　　　　　　凡　例

〔谷次数〕
　　　　　　0次谷　　　　●　 　基準地点
　　　　　　1次谷　　　　　　　　流域界
　　　　　　2次谷
　　　　　　3次谷　　　　　　　　想定土石流区間
　　　　　　4次谷

〔対策施設〕
　　　　　　砂防えん堤　　　　　　　　治山ダム
　　　　　　山腹工　　　　　　　　　　　床固工
　　　　　　導流工　　　　　　　　　　　渓流保全工

　　　　　　その他の施設
　　１　　　施設番号
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 -Ⅱ-57-

 

2.3 対策施設の状況調査 

 

対策施設の状況調査は、「1.4.1 対策施設の机上調査」における机上調査結果をふまえ、

現地において施設位置・諸元の確認・補足を実施するとともに、施設及び施設周辺の現状の

把握を行う。また、事前に空中写真、図面等で確認された施設、現地において新たに確認さ

れた施設についても調査を行う。 

 

【解 説】 

現地調査により対策施設が確認された場合、その位置を地形図上に記載するとともに施設

規模や施設周辺の状況についてポール、テープ等を用いた簡易計測を行う。また、銘版など

が設置されている場合、施設諸元の確認を行う。特に机上調査で調査する項目のうち、カル

テ等に記載されていない項目について現地調査で確認する必要がある。 

ただし、最新の基礎調査結果または土石流危険渓流カルテにおいて事前調査で調査する項

目が既知であり、かつ基礎調査または土石流危険渓流カルテ作成後に土砂移動を伴うような

大規模な降雨が観測されていない場合は、基礎調査または土石流危険渓流カルテの値を採用

し、現地調査は実施しない。 

 

参考＜区域調書記載例：対策施設の諸元＞ 
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3．危害のおそれのある土地等の設定 

 

【解 説】 

机上調査等において整理した条件を基に、危害のおそれのある土地・及び著しい危害のおそれ

のある土地の区域設定を行う。危害のおそれのある土地等の設定は、以下のフローに従い実施す

るものとする。 

 

土石流ピーク流量の設定

①土石流により流下する土石等の量の算定
②土石流ピーク流量の算定

危害のおそれのある土地等の仮設定

危害のおそれのある土地等の設定

現地調査②

著しい危害のおそれのある土地の設定
危害のおそれのある土地等の設定
明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定

 
 

図 3.1 危害のおそれのある土地等の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

机上調査等の結果を基に、危害のおそれのある土地・及び著しい危害のおそれのある土地の設定

を行う。 

著しい危害のおそれのある土地の設定 

危害のおそれのある土地等の設定 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定 
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3.1危害のおそれのある土地の設定 

3.1.1危害のおそれのある土地の定義 

 

【解 説】 

危害のおそれのある土地は、土石流が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ず

るおそれがあると認められる土地のことである。 

危害のおそれのある土地の設定条件は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2 危害のおそれのある土地等の設定概念図 

 

※ 地形条件により明らかに土石流が到達しないと認められる区域については、本章「3.3 明らかに

土石流が到達しないと認められる区域の設定」参照。 

 

 

流域面積が５km2以下の渓流において、基準地点から下流の地盤勾配が2°以上の区域を「危害

のおそれのある土地」とする。ただし、地形状況により明らかに土石流が到達しないと認められ

る区域は除く。 

土石流の発生のおそれのある渓流

警
戒

区
域

特
別

警
戒

区
域

基準地点（扇頂部）

地
盤

勾
配

 ２
°

以
上

 

 

 

 

 

土石流が発生するおそれのある渓流 
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3.1.2危害のおそれのある土地の設定について 

 

 

【解 説】 

危害のおそれのある土地の区域の設定は、砂防基盤図（1/2,500）を用いて机上で行う。その

際、机上調査等で確認した基準地点を参考に設定する。 

なお、「危害のおそれのある土地は、現地確認の後、最終的に確定する。 

図 3.3に危害のおそれのある土地の区域の設定フローを示す。 

 

 

 

図 3.3 危害のおそれのある土地の設定の流れ 

 

3.1.3基準地点の設定 

 

基準地点は、地形調査で設定された地点とする。 

 

【解 説】 

基準地点は「1.3.4 基準地点の設定」で設定された地点とする。なお､補助基準地点を設定している

場合には､基準地点と同様に扱うものとする。 

 

地盤勾配が２°となる地点の決定

危害のおそれのある土地の仮設定

明らかに土石流が到達しないと認められる区域の除外

現地調査②

危害のおそれのある土地の設定

危害のおそれのある土地は、設定した区域を現地確認によって修正し、明らかに土石流が到達

しないと認められる区域を除外した範囲として設定する。 

設定は、砂防基盤図（1/2,500）を用い、基準地点より下流側で地盤勾配が２°となる周辺部ま

での区域を設定する。 
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3.1.4地盤勾配が2°となる地点の決定 

 

砂防基盤図（1/2,500）を用いて地盤勾配が2°となる地点を決定する。 

 

【解 説】 

地盤勾配計測を行う範囲は、基準地点より下流側で地盤勾配が 2°となる周辺部までとする。

基準地点より下流の流下方向の縦断勾配 2°付近が、縦断方向の計測範囲の目安となる。 

 

3.1.5流下方向の設定 

 

 

 

 

【解 説】 

土石流が流下する方向は、現況流路や周辺の地形との比高、人工構造物の影響などを勘案して

設定する。 

現況流路が不明瞭な場合や屈曲部等では、土石流が現況流路沿いを流下するケースの他に現況

流路から土石流が氾濫したケース等を机上で複数想定し、現地確認により土石流の流下方向とし

て最も可能性が高い1方向を、主流路として設定する。 

また、著しい危害のおそれのある区域（土砂災害特別警戒区域）が設定される場合においては、

その範囲内の人家等がある又は人家等の立地の可能性がある土地の区域に存する流下中心線の

位置を砂防基盤図から座標を確認する。 

設定した主流路に対しては、「著しい危害のおそれのある土地」の設定において、扇状地形・

屈曲部における越流の検討を行い、必要に応じて主流路を修正する。（「第３章 危害のおそれの

ある土地等の設定」参照） 

 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図がある場合は、 

それらを使用して土石流が流下する方向は、現況流路や周辺の地形との比高、人工構造物の影 

響などを勘案して設定する。また、盛土（道路、鉄道等）、橋梁、暗渠、ボックスカルバート、 

擁壁、トンネル等の人工構造物の位置や規模を把握し、土石流の流下方向に対して横断的（ク 

リアランス不足によるトラブルスポット）か縦断的（土石流の流下方向を制御）かを確認する。 

 

 

 

基準地点下流の流下中心（流下する方向）は現況河道形状や周辺の地形、人口構造物、土石流

の直進性などの影響を勘案し、設定する。 
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河 川 → 
 

流域～基準地点下流の流路が直進的であり、かつ地形的に明瞭で

あるため、主流路を河道沿いに設定した例 

 

 

河 川 → 
 

基準地点下流の流路が不明瞭であるため、土石流の直進性を考慮

し、主流路を直進的に設定した例 

 

河 川 →

現況河道 

 
流路は明瞭だが扇状地頂部で流路が屈曲し、越流土砂が卓越すると

想定されるため、主流路を直線的に設定した例 

この場合、屈曲部での越流の検討を要する。 

 

河 川 →

θ

θ’=30°

θ = 60°

θ’θ’

 
扇状地上の流路が不明瞭であり、土石流の首振りが想定されるが、

上流からの流下方向を考慮し、主流路を直線的に設定した例 

 

 

河 川 →

現況河道 

 

流路が屈曲する谷底平野において、越流土砂が卓越すると判断され

るため、主流路を直線的に設定した例 

この場合、屈曲部での越流の検討を要する。 

 

 

河 川 →
 

谷底平野において流路が屈曲しているが、十分な比高差があり、越

流しないと想定されるため、主流路を河道沿いに設定した例。この場

合、屈曲部での越流の検討を要する 

図 3.4 主流路の設定事例

［扇状地］ 

［谷底平野］ 

［扇状地］ ［扇状地］ 

［扇状地］ 

［谷底平野］ 
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＜参考：過去の土石流の発生事例にみる流下方向＞ 

 

過去の土石流の発生事例にみる流下方向について、各々主として現況の流路による影響を受け

て流下した事例、全体的な土地の傾斜や比高等の地形要因による影響を受けて流下した事例、土

石流の直進性による影響を受けて流下した事例の代表例を参考として以下に示す（参考1～参考3）。

事例を参考として主流路を定める場合は、土石流の氾濫当時と現在の地形条件の変化に注意する

必要がある。 

なお、事例と概ね同じ地形条件を有する渓流であっても、流下する土石等の量や土石流のタイ

プ（石礫型、泥流型）の違いまたは流木の有無により、土石流の流下方向が全く異なるケースも

十分考えられるので留意する必要がある。 

 

＜参考 1 現況流路の影響を受けて流下した事例＞ 

 

図 3.5 昭和61年7月京都府南部土石流災害（向垣外川（桜谷川）京都府和束町） 
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図 3.6 向垣外川（桜谷川）氾濫域航空写真（S61.7） 

【解 説】 

土石流の氾濫域は、向垣外川及びこの支渓である桜谷川の向垣外川合流点上流約100ｍ付近（渓

床勾配8°程度）に始まり、一級河川木津川にまで達している。向垣外川の土砂は、ほとんどが既

設砂防えん提で停止しており、氾濫した土砂の大部分は桜谷川より流下してきたものとされている。

合流点の上流付近には、地形が緩勾配になる勾配変化点がある。桜谷川の流路には合流点上流に府

道下を通るボックスカルバートがあって、合流点下流で左にカ－ブしている。土石流は、ボックス

カルバートで外湾に一部が氾濫したものと、既設流路工に沿って流下して流路工の一部を埋没した

ものが認められる。下流部では右岸側が左岸側に比べて低いため、土砂が右岸側に大量に堆積した

とされ、家屋1棟が全壊している。 

本事例は、以下の事項より現況流路沿いに流下したものと考えられている。 

・現況流路には、明瞭な3面張り流路工が整備されていた。 

・合流点下流の現流路が直線的で急な湾曲部や屈曲部を有していなかった。  

 

注）参考1の事例は、昭和61年7月京都府南部土石流災害調査報告書（土木研究所資料 昭和63年1

月）の抜粋に一部加筆したものである。 
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＜参考：全体的な土地の傾斜や比高等の地形要因による影響を受けて流下した事例＞ 

 

 

 

図 3.7 昭和63年7月広島県北西部地域土石流災害（上原谷川：広島県加計町） 

 

 

図 3.8 上原谷川氾濫域航空写真（S63.7） 

【解 説】 

土石流の氾濫域は、扇頂部の治山ダム直下に始まり、太田川合流点付近にまで達している。左岸

側には土石流の流向に対して、10°～20°の方向をなす小尾根（比高 3～4ｍ）がのびており、尾

根頂部のスギの流木捕捉も手伝って、土石流の越流は起こらず、土石流は地形に沿って右岸側に流

向を変え氾濫している。本事例は、以下の事項より地形要因の影響を受けて土石流の流向が規制さ

れたものと考えられている。 

・流下方向に比高 3～4ｍの小尾根（微地形）が存在したこと。  

・土石流の流向に対する小尾根の角度は、10°～20°と比較的緩かったこと。  

・尾根の高さは 3～4ｍと小規模であったが、樹木間隔 1.5～2.0ｍという密集したスギ林が成 

立していたこと。 
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・流出土砂量は 2,000ｍ3と比較的少なかったこと。 

 

注）参考2の事例は、昭和63年7月広島県北西部地域土石流災害調査報告書（土木研究所資料 平成

元年2月）の抜粋に一部加筆したものである。 
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＜参考：土石流の直進性による影響を受けて流下した事例＞ 

 

図 3.9 昭和63年7月広島県北西部地域土石流災害（中西平谷川：広島県加計町） 

【解 説】 

土石流の氾濫域は、扇頂部の治山ダム直下に始まり、太田川合流点付近にまで達している。谷

出口左岸側から比高 3～4ｍの尾根状の微地形が右岸側にのびており、災害前の河道は、この地形

に沿って右岸側に曲流し太田川に流入していた。土石流は、流向に対して、45°の方向に傾く上

記の小尾根を乗り越えて直進し、土石流本体の大部分が直進したと考えられている。 

本事例は、以下の事項より左岸側の小尾根を越流し、直進したものと考えられている。 

・土石流の流向に対する尾根（比高 3～4ｍの微地形）の角度が、流向に対して 45°と比較的急

であったこと。 

・谷出口付近の尾根の比高が小規模であったこと。 

・土石流の規模が相当大きかった（4,340ｍ3）と想定されること。 

 

注）参考 3 の事例は、昭和 63 年 7 月広島県北西部地域土石流災害調査報告書（土木研究所資料､平成

元年 2 月）の抜粋に一部加筆したものである 
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3.1.6危害のおそれのある土地の区域の設定 

 

危害のおそれのある土地の区域は、地盤勾配と土石流の直進性を考慮して設定する。 

 

【解 説】 

基準地点と地盤勾配 2°以上となる境界によって囲まれた範囲と土石流の直進性を考慮した

範囲から、明らかに土石流が到達しないと認められる区域を除いたものを危害のおそれのある土

地として設定する。 

設定にあたっては、地盤勾配調査結果と土石流到達の可能性の検討結果に基づくものとする。 

なお、ここで設定される区域はあくまでも地形的条件から設定されるものであり、土石流ピー

ク流量等の土石流の規模は考慮しない。 

 

 

参考図＜区域調書記載例：危害のおそれのある土地の設定例＞ 

 

 

 

危害のおそれのある土地

の設定についてのコメン

ト等を記載する。 
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横断測線０上に比高5m地点があ
る

スタート１（横断測線0）

横断測線０上における比高5m地
点と流路からの水平距離を計測

「レッドゾーンの幅」と「横断測線０上
における比高5m地点と流路からの
水平距離」を比較する

レッドゾーンの幅をイエロー
ゾーンの幅とする

ある

ない 測線０より上流に横断測線
-１を設定する

ない

ある

横断測線-１上に比高5m
地点がある

横断測線-１上の比高5m地点と
流路からの水平距離を計測

30°の広がり距離※を計算する。

横断測線０上における比高5
ｍ地点までをイエローゾーンの
幅とする

「レッドゾーンの幅」と「横断測線-１上に
おける比高5m地点と流路からの水平距
離＋広がり距離」を比較する

「横断測線-1上における比高
5ｍ地点と流路からの水平距
離＋広がり距離」をイエロー
ゾーンの幅とする

危害のおそれのある土地：イエローゾーン

著しい危害のおそれのある土地：レッドゾーン

レッドゾーンが大

レッドゾーンが小

レッドゾーンが大

レッドゾーンが小

レッドゾーンの幅をイエロー
ゾーンの幅とする

測線-1より上流に横断測線-２を設
定し、測線-1と同様に検討する

スタート２（横断測線1）

横断測線１上に比高5m地点があ
る

30°の広がり距離※ を計算する

「レッドゾーンの幅」と「横断測線０上
におけるイエローゾーンの幅＋広が
り距離」を比較する

レッドゾーンの幅をイエロー
ゾーンの幅とする

レッドゾーンが大

「横断測線０上におけるイエ
ローゾーンの幅＋広がり距
離」をイエローゾーンの幅とす
る

レッドゾーンが小

ない

ある 横断測線１上におけるの比高
5m地点と流路からの水平距離を
計測

30°の広がり距離※を計算する

「レッドゾーンの幅」と「横断測線０のイ
エローゾーンの幅＋広がり距離」を比較
する

レッドゾーンが大

レッドゾーンが小

レッドゾーンの幅をイエロー
ゾーンの幅とする

「横断測線０のイエローゾーンの幅
＋広がり距離」をイエローゾーンの幅
とする

「横断測線１上における比高5m地点の流
路からの水平距離」と「横断測線０のイエ
ローゾーンの幅＋広がり距離」を比較す
る

水平距離が小

水平距離が大

「レッドゾーンの幅」と「横断測線１上にお
ける比高5m地点の流路からの水平距
離」を比較する

レッドゾーンが大

レッドゾーンの幅をイエロー
ゾーンの幅とする

レッドゾーンが小

横断測線１上における比高5m地
点の流路からの水平距離をイエ
ローゾーンの幅とする

次の横断測線番号へ

参考＜危害のおそれのある土地の設定例＞ 

 

 危害のおそれのある土地の区域の設定（机上） 

危害のおそれのある土地は、流下方向（縦断測線）を中心の左右別々に設定する。設定は「基

準地点・流下方向・横断測線が決定している」、「無施設時の土砂量で著しい危害のおそれのある

土地が決定している」ことを条件に行う。 

危害のおそれのある土地の設定フローを図1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 危害のおそれのある土地の設定フロー 

※「広がり距離」については、図 4 参照 

基
準
地
点
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る
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の
設
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（1）基準地点における危害のおそれのある土地の設定 

①横断測線上の比高5mの地点がある場合 

横断測線上において、土石流の流下方向中心線(縦断測線との交点)から比高 5m までの土地を、

危害のおそれのある土地とする。その際、著しい危害のおそれのある土地と比較し、比高 5ｍの

地点が、著しい危害のおそれのある土地より外にある場合は、その地点を危害のおそれのある土

地とする。比高 5ｍの地点が、著しい危害のおそれのある土地よりも内側にある場合は、著しい

危害のおそれのある土地と同じ地点を危害のおそれのある土地とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 基準地点における危害のおそれのある土地の設定 

（横断測線上に比高5ｍの土地がある場合） 

縦断測線から比高5ｍ

地点までの幅

横断測線0

横断測線0

縦断測線から
比高5ｍ地点ま

での幅

基準地点 縦断測線

横断測線1

横断測線2

横断測線3

平面図
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②横断測線上に比高5ｍの地点がない場合 

 扇状地等の地形条件により、基準地点のある横断測線上に比高 5ｍの地点がない場合は、横断

測線0より上流に横断測線-1（図3）を設定し、比高5ｍの地点までの距離（図3の①）と、測線

間の距離と分散角（30°）から算出される距離（「広がり距離」とする、図3の②）を加えた幅を、

基準地点のある横断測線上の危害のおそれのある土地の幅とする。 

 原則として、危害のおそれのある土地は、著しい危害のおそれのある土地と同等または広く設

定する。 

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

図3 基準地点における危害のおそれのある土地の設定 

（横断測線上に比高5ｍの土地がない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図4 基準地点における危害のおそれのある土地の設定（広がり距離の算出） 

 

①

基準地点

①

②

比高5ｍ地点

縦断測線

横断測線0

横断測線1

横断測線2

横断測線3

横断測線-1

平面図

横断測線-1

縦断測線から比高5ｍ
地点までの幅①

比高5ｍ

横断測線0

縦断測線から比高5ｍ地点ま

での幅①＋広がり距離②

縦断測線から比高5ｍ地点までの幅①

基準地点

①

広がり距離②

縦断測線

横断測線0

横断測線1

横断測線-1

30°

測線間距離

平面図

横断測線-1

縦断測線

横断測線0

「広がり距離」

横断測線1

平面図（概念図）



 

- II- 72 - 
 

（２）基準地点下流の危害のおそれのある土地の設定 

基準地点より下流の横断測線における危害のおそれのある土地の設定は、基本的に比高5ｍ

の地点の有無と、測線間の距離と分散角（30°）から算出される「広がり距離」を用いて

行う。 

①基準地点より下流の横断測線上において比高5ｍ地点がない場合 

基準地点より下流の横断測線上において比高 5ｍ地点がない場合は、上流側の横断測線

（図 5）における危害のおそれのある土地の幅（図5の①）と、測線間の距離と分散角（30°）

から算出される「広がり距離」（図5の②）を加えた幅を横断測線上における危害のおそれ

のある土地の幅とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 基準地点より下流における危害のおそれのある土地の設定方法 

（比高5ｍ地点がない場合） 

 

②横断測線上において比高5ｍ地点がある場合 

 横断測線上に比高5ｍ地点がある場合は、比高5ｍ地点がない場合と同様に「広がり距離」

（図6の②）を算出し、比高5ｍ地点との比較を行い、比高5ｍ地点が内側にある場合には、

その地点を危害のおそれのある土地の幅とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 基準地点より下流における危害のおそれのある土地の設定方法 

横断測線0

基準地点 縦断測線

横断測線1

横断測線2

横断測線3

平面図

危害のおそれのある土地の幅①

①

広がり距離②

横断測線0

基準地点 縦断測線

横断測線1

横断測線2

横断測線3

平面図

危害のおそれのある土地の幅①

①

広がり距離②

横断測線

比高5ｍ地点ま

での幅③

危害のおそれの
ある土地の幅①
＋広がり距離②
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（３）危害のおそれのある土地の最下流端の設定 

危害のおそれのある土地の最下流末端は、危害のおそれのある土地の最下流末端は、基準地点

から、縦断測線上の2°地点までの直線を半径とした円弧上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 最下流末端における危害のおそれのある土地の設定方法 

 

ただし、２°以上となる範囲が流域面積に比べて非常に広い場合は、明らかに土石流が到達し

ない範囲があるものとし、流域面積と想定氾濫区域面積、流域内の最長流路長と想定氾濫区域の

流路延長を比較して想定氾濫区域が大きくなる方を危害のおそれのある土地の区域として採用す

るかどうか検討する。 

流路が等高線と直交する
点と最下流末端の地点を
結んだ直線

横断測線

縦断測線

横断測線上の比高5ｍの地点

流路が等高線と直交する点
と最下流末端の地点を結ん
だ直線を半径とした円弧で
止める。

最下流末端地点（縦断
測線上2°地点又は、

土石流到達限界距離）

広がり距離から算出した地点

基準地点

流路が等高線と
直交する点
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（４）明らかに土石流が到達しない土地の設定 

（１）～（３）において設定された危害のおそれのある土地について、明らかに土石流が到達し

ない土地を除く。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 明らかの土石流が到達しない土地の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明らかに土石流が到達しない土地 

横断測線 

流下方向(縦断測線) 

危害のおそれのある土地 

●
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3.1.7危害のおそれのある土地の区域の設定（確定） 

 

危害のおそれのある土地の区域について、机上調査等で設定した区域から、「明らかに土石流が到

達しないと認められる区域」（「3.3 明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定」参照）

を除外し、最終的に設定する。 

設定した危害のおそれのある土地は、調書にとりまとめる。 

 

【解 説】 

危害のおそれのある土地は机上調査等により確認・修正した地形条件、基準地点位置等の諸元、設

定した区域の確認結果によりとりまとめる。 
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3.2著しい危害のおそれのある土地の設定 

 

著しい危害のおそれのある土地の設定は、明らかに土石流が到達しないと認められる区域を除

去した範囲を設定する。 

設定は、机上調査等の結果、及び計算地点ごとに算出した土石流ピーク流量を用いて行う。 

 

【解 説】 

著しい危害のおそれのある土地の設定は以下のフローに従って実施する。 

 

 

図 3.10 著しい危害のおそれのある土地の設定フロー 

土石流により建築物に作用すると想定される力の算出

建築物の耐力の設定

著しい危害のおそれのある土地の仮設定 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域の除去 

現地調査②

著しい危害のおそれのある土地の設定

区域設定の条件を設定

①土石流により流下する土石等の量の設定 
②区間勾配および横断形状の把握 
③土石流ピーク流量の設定 
④土石流流下幅の設定
⑤土石流の高さの算出
⑥扇状地形・屈曲部における越流の検討 
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3.2.1土石流により流下する土石等の量の設定 

 

【解 説】 

机上調査等において整理した「渓床堆積物侵食断面積」、「対策施設の状況」を用いて、土石流

により流下する土石等の量を算出する。 

土石流により流下する土石等の量は、以下の手段により設定する。 

 

 

運搬可能土砂量
の算出

谷次数ごとの侵食可能土
砂量の算出

想定土石流流出区間
の抽出

侵食可能土砂量
の決定

土石流により流下する土石等
の量の算定

比　較

土石流により流下する土石等の量の算定

 

図 3.11 土石流により流下する土石等の量の設定手順 

前項までに確認した「各谷の渓床堆積物侵食断面積」、「既往対策施設の状況」を基に、土石流に

より流下する土石等の量を設定する。 
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(1) 土石流により流下する土石等の量の設定の考え方 

「土石流により流下する土石等の量」は、土石流対策技術指針（案）における計画流出土砂量

の算出方法（次頁以降に添付）に準じて算出する。 

ただし、土石流対策指針(案)で示されている流域内の崩壊可能土砂量（V2）については、この

数値（V2）を推定する事が困難である事から、「②０次谷の崩壊を含めた算出方法」に準じて土石

流対策技術指針(案)における「移動可能渓床堆積土砂量（V1）」の考え方を０次谷まで適用して「侵

食可能土砂量（Ve’）」として算出し、「運搬可能土砂量（Vec）」と比較して、小さい方の数値を設

定する。 

 

(2) 侵食可能土砂量の設定 

机上調査等において「渓床堆積物侵食断面積」、「既往対策施設の状況」を用いて、基準地点か

ら上流区間の侵食可能土砂量が最大となる区間（「（3） 想定土石流流出区間の抽出」参照）を設

定し、その区間の土砂量を侵食可能土砂量として設定する。 

ただし、対策施設が存在する場合は、対策施設の効果量を見込んだ上で各谷の侵食可能土砂量

が最大となる区間を選択する。 

各谷の侵食可能土砂量の算出式を以下に示す。 

Ｖe’＝Ａe×Ｌme 

Ａe＝Ｂ’×Ｄe 

ここで、 

Ｖe’ ：侵食可能土砂量（m3） 

Ａe ：渓床堆積物の侵食可能断面積（m2） 

Ｂ’  ：侵食幅（m）（「土石流対策技術指針（案）」の図－１の考え方に準じる） 

Ｄe ：侵食深（m）（「土石流対策技術指針（案）」の図－１の考え方に準じる） 

Ｌme：想定土石流流出区間（m）（考え方は「(3) 想定土石流流出区間の抽出」参照） 

 

参考図＜区域調書記載例：土石流により流下する土石等の量の設定＞ 

土　石　流　区　域　調　書
様式４－４　想定土石流流出区間の検討 調査年度 平成15年度

渓流番号 ●●●●● 渓流名 所在地 山形県○○市××町△丁目

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 2 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 3 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 3 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

山形県

谷　次　数

その他施設

想定土石流流出区間 × 侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）
18,520 対策施設総効果量(m3)

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号

導流工

渓流保全工

山腹工

床固工

導流工

砂防えん堤

治山ダム

山腹工

床固工

対策施設総効果量(m3)

A想定区間番号

想定土石流流出区間

渓流の位置

調査地点番号

想定区間内の
侵食可能土砂量

○

●●川

砂防えん堤

治山ダム

施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m3)
5,320

18,520侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）

谷　次　数

床固工

導流工

渓流保全工

その他施設

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号 谷　次　数

想定区間内の
対 策 施 設

2,820基準地点までの想定区間長(m)

想定区間番号 B
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

13,200

想定区間内の
対 策 施 設

山腹工

対策施設総効果量(m3)

砂防えん堤

治山ダム

渓流保全工
その他施設

× 侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）
18,520

想定区間内の
対 策 施 設

基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定区間番号 C
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定土石流流出区間
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(3) 想定土石流流出区間の抽出 

全国の災害実態調査から流域面積の大きな渓流で発生した土石流は、全支渓から同時に土砂が

流出するものではないことが判明している。そのため、最大土石流ピーク流量は１洪水期間に複

数発生する土石流のうち、最大となる土砂量に対応したものになる。 

そこで、基準地点より上流域にある現況対策施設の効果を考慮したうえで、谷次数ごとに算出

した侵食可能土砂量（Ve’）が最も多くなる一つの流路区間を「想定土石流流出区間（Lme）」と

して抽出する。 

対策施設がない渓流で想定土石流流出区間を抽出した場合の概念を図 3.12に示す。対策施設

がある渓流で想定土石流流出区間を抽出した場合の概念を図 3.13に示す。 

 

 

 

図 3.12 想定土石流流出区間（無施設の場合）の概念図 

 

 

 

図 3.13 想定土石流流出区間（既存施設がある場合）の概念図 
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想定土石流流出区間 

 

図 3.14 想定土石流流出区間設定例 

(4) 運搬可能土砂量の算出 

運搬可能土砂量は、土石流対策技術指針（案）に基づき、以下の式により算出する。 

fr
Cd

CdAR
Vec T










−−

⋅⋅
=

0

0

3

11

10

λ ・・・・・式１

 

ここで、Vec：運搬可能土砂量 

A ：流域面積(km2)  

Cd0：基準地点または補助基準地点の流動中の土石流の土砂濃度 

RT ：計画規模の降雨量(mm) 地域の降雨性、災害特性を検討し、決定する。な

お、一般にはＴ＝24 を用いる。 

λ ：空ゲキ率 0.4 程度（※「土石流対策指針（案） 平成 12 年７月建設省砂

防部砂防課」より） 

fr ：流出補正率，流域面積によって定まる 

  fr＝0.05(logA－2.0)2+0.05 ただし frの上限は 0.5、下限は 0.1 

ただし、「1.4 対策施設の状況調査」及び「2.3 対策施設の状況調査」で把握した対策施設

が存在する場合は、基準地点上流の対策施設の効果量を見込んだものとする。 

ただし、計算値Cd が 0.9 *C より大きくなる場合は0.9 *C とし、0.3より小さくなる場合は

0.3とする。 

運搬可能土砂量の算出に必要な計画規模の降雨量ＲＴは２４時間雨量または、日雨量の 100

年超過確率とし、その雨量の算出は“山形県河川整備計画資料集（令和３年３月）を用いる。 
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(5) 土石流により流下する土石等の量の設定 

（2）～（4）で設定した「想定土石流流出区間における侵食可能土砂量」と「運搬可能土砂量」

を比較し、小さい方の数値を「土石流により流下する土石等の量」とする。 

なお、小規模の渓流（0.1km2以下）で発生した災害 86 事例のうち 6 割が 1,000m3以上である

こと及び崩壊起因型の土石流の場合大半が流域面積にかかわらず 1,000m3以上であることから、

小規模渓流での無施設時の最小値を 1,000m3とする※。 

施設効果量を見込む場合は、施設位置より上流の区間での土砂量から効果量を差し引くものと

し、運搬可能土砂量や小規模渓流での最小値を用いている場合は、基準地点での土砂量に施設効

果量を見込むものとする。なお､補助基準地点を設定している場合には､基準地点と同様の取り扱

いをする。 

※桜井 亘 「小規模な渓流で発生する土石流の流出土砂量に関する研究」 土木技術資料44-4（2002） 

 

 

参考図＜区域調書記載例：土石流により流下する土石等の量の設定＞ 

 

様式２－３　想定土石流流出区間と土砂量算出諸元 調査年度

渓流番号 渓流名

Lme (m) Ae (m2)

0　次　谷 200 3.0
1　次　谷 1,500 5.2
2　次　谷 600 7.5
3　次　谷 520 10.8
4　次　谷 0 ー

対策施設工種 施設数 効果量

砂防えん堤 2 13,200
治山ダム 3 930

計 5 14,130

0.54

0.4

0.4

386

0.28

山形県

平成15年度

基準地点の地盤勾配（°）：θ

空隙率：λ

施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

6,340

運搬可能土砂量(m
3
) 152,010

山形県○○市××町△丁目所在地

谷次数

想定土石流流出区間

想定土石流流出区間

侵食可能土砂量(m
3
) 20,470

区間長
侵食可能断

面積

●●川

流域面積(km
2
)

土石流により流下する

土石等の量(m
3
)

土　石　流　区　域　調　書

●●●●●

0.17

5,000

渓 流 の 位 置

想定土石流流出区間・対策施設位置図

基準地点における土砂濃度：Cd算
出
諸
元 計画規模の降雨量（mm）：RT

流出補正係数：fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　　　　　　　凡　例

〔谷次数〕
　　　　　　0次谷　　　　●　 　基準地点
　　　　　　1次谷　　　　　　　　流域界

　　　　　　2次谷
　　　　　　3次谷　　　　　　　　想定土石流流出区間
　　　　　　4次谷

〔対策施設〕
　　　　　　砂防えん堤　　　　　　　　治山ダム
　　　　　　山腹工　　　　　　　　　　　床固工
　　　　　　導流工　　　　　　　　　　　渓流保全工

　　　　　　その他の施設
　　１　　　施設番号
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3.2.2区間勾配および横断形状の設定 

 

主流路に直交する横断線より、区間勾配および横断形状を設定する。 

 

【解 説】 

主流路における横断線は、基準地点から等間隔（20m）で設定するものとし、横断形状につい

ては横断図を作成し把握する。なお、流路が屈曲するなど土石流の流下方向が変化する可能性が

ある地点、谷幅が変化するなど土石流の流下幅が大きく変化すると考えられる地点や谷出口等に

は、必要に応じて横断線を追加する。 

なお、航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図があ

る場合は、それらを使用して横断面の設定の参考とする。 

区間勾配は、原則として横断線から上流200m区間の平均勾配とする。ただし、横断線から上

流200mの区間勾配がとれない場合は、最遠の1次谷上流端までを計測し、全ての横断測線に適

用する。 

また、この区間にえん堤またはえん堤の堆砂敷がある場合は、施設設置前の勾配（元河床勾配）

の計測を行うものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.15 横断線の例 
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図 3.16 屈曲部に横断線を追加した例 

 

 

 

測点(Ｌ3)の 200ｍ上流区間の平均勾配 

基準地点の 200ｍ上流区間の平均勾配 

測点(Ｌ1)の 200ｍ上流区間の平均勾配 

測点(Ｌ2)の 200ｍ上流区間の平均勾配 

測点(Ｌi)の 200ｍ上流区間の平均勾配 

基準地点 

測線(Ｌ1) 

測線(Ｌ2) 

測線(Ｌ3) 

測線(Ｌi) 

20ｍ 

20ｍ 

20ｍ 

［平面］ 

 

図 3.17 区間勾配の設定イメージ（平面方向） 
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図 3.18 区間勾配の計測イメージ（縦断方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.19 区間勾配の計測イメージ（縦断方向の勾配の考え方） 

元河床勾配 

200m 

測線 

地盤線 
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3.2.3土石流ピーク流量の設定 

 

土石流ピーク流量は「土石流により流下する土石等の量」を用い、主流路沿いに設

定した計算地点ごとに算出する。 

 

【解 説】 

 

(1) 基準地点における流下する土石等の量および土石流ピーク流量の設定 

 

基準地点での土石流ピーク流量（Qsp0）は、以下の式で算出される。 

0*

0

0

01.0
VC

C
Q

d

sp ⋅=
・・・・・式２ 

Cd0は基準地点での流動中の土石流の土砂濃度であり、以下の式で示される。 

( )( )
0

0

0
tantan

tan

θφρσ

θρ

−−

⋅
=dC

・・・・・式３ 

ただし、計算値が0.9C*より大きくなる場合は0.9C*（=0.54）とするが、下限値は設定しない。 

 

ここで、 0spQ ：基準地点での土石流ピーク流量（m3/s） 

*C ：堆積土石等の容積濃度 

0V ：土石流により流下する土石等の量(m3) 

0dC ：土石流の流動中の土砂濃度 

0θ ：基準地点の上流 200m 区間平均勾配(°) 

φ ：土石流に含まれる土石等の内部摩擦角(°) 

σ ：土石流に含まれる礫の密度（10kg/m3） 

ρ ：土石流に含まれる流水の密度（10kg/m3） 
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(2) 各横断線における流下する土石等の量および土石流ピーク流量の設定 

 

1) 横断線における土石流ピーク流量の算出 

横断線iでの土石流ピーク流量（Qspi）は、式４で求められる。 

i

di

spi VC
C

Q ⋅= *

01.0

・・・・・式 4 

 

2) 各横断線における流下する土石等の量の算出 

横断線iにおける土石流により流下する土石等の量（Vi）は、式５で求められる。 

( )
( ) 1

*1

1*
−

−

− ⋅
−⋅

−⋅
= i

didi

didi
i V

CCC

CCC
V

・・・・・式５ 

Vi：横断線 i における流下する土石等の量(m3) 

C＊：堆積土石等の容積濃度 

Cdi：横断線 i における土石流の流動中の土砂濃度 

Cdi-1：横断線 i-1 における土石流の流動中の土砂濃度 

Vi-1：横断線 i-1 における流下する土石等の量(m3) 

i：横断線 No の添え字 

 

ここで、Cdiは横断線iでの流動中の土石流の土砂濃度であり、式６で示される。 

( )( )
i

i

di
tantan

tan
C

θ′−φρ−σ

θ′⋅ρ
=

・・・・・式６

 

θ’i：横断線 i の上流 200m 区間平均勾配(°) 

 

ただし「基準地点より下流では流下する土石等の量は増加しない」と仮定するため下流の

横断線での勾配が上流側の横断線での勾配より小さい場合 Cdi＝Cdi-1 とする。そのため、Cd

の算出に関わる勾配（θ’i）は、「3.2.2区間勾配および横断形状の設定」で計測したθiを用

いて式７で算出した値を用いる。 

 

θi ≧ θ’i-1  の時      θ’i ＝θ’i-1 

θi ＜ θ’i-1  の時      θ’i ＝θi  ・・・・・式７ 

勾配の計算は i=0（基準地点）から行うものとする。 

 

また、各横断線の勾配θ’iにより算出される Cdiは、基準地点と同様に、計算値が 0.9C*よ

り大きくなる場合は0.9C*（=0.54）とするが、下限値は設定しない。 
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※基準地点より下流に砂防えん堤がある場合 

この場合は、えん堤の直下流にある横断線において算出された流下する土石等の量から、

そのえん堤の施設効果量を差し引くものとする。 
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3.2.4土石流流下幅の設定 

 

土石流が流下する幅は、マニング型の式またはレジーム型の式によって設定する。 

 

【解 説】 

土石流が流下する幅は、「3.2.2 区間勾配および横断形状の設定」の勾配計測地点において設

定する。設定手順は以下のフローに従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.20 土石流流下幅の設定フロー 

 

(1) レジーム型の式による設定 

扇状地等で流路が不明瞭な場合は、国土交通省 国土技術政策総合研究所が災害事例のデータよ

り示した以下の関係式（レジーム型の式）を用いて、土石流流下幅を算出する。 

βα spii QB ⋅=

・・・・・式 8

 

ここで、 iB ：流下幅(m) 

spiQ ：流量(m3/s) 

α、β：係数（α=4.0,β=0.5 とする） 

※ α＝4.0、β＝0.5 は、土石流の既往災害実態にもとづき全壊した家屋を概ね

包含する流下幅から設定された値である。13） 

 

なお、流下幅をレジーム型の式により設定する横断線が連続する場合は、その最上流の横断線

各測点における土
石流ピーク流量の

算出

流下断面
マニング型の式によ

る流下幅の計算

断面の流下能力

レジーム型の式による土石流流下幅の設定

明瞭

土石流流下幅の
比較

マニング型の式による

土石流流下幅の設定

レジーム型＞マニング型

レジーム型＜マニング型

レジーム型の式による
流下幅の計算

不明瞭 なし

あり
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（レジーム基点）で算出された流下幅をその横断線より下流の横断線でも採用する。すなわち、

レジーム型の式により流下幅が連続して設定される区間では、流下幅が一定となる。 

また、レジーム型の式による流下幅は、各横断線地点で縦断測線地点を中心として設定する。 

 

(2) マニング型の式による設定 

流路が明確で、かつ土石流ピーク流量を流下させる断面がある場合には、「河川砂防技術基準

（案）調査編 第６章水位計算と粗度係数」に示された、平均流速公式レベル１（マニングの平

均流速公式）の計算式により幅を設定する。 

2

1

3

21
bii

i

i

i IR
nA

Q
U ==

・・・・・式 9

 

ここで、  Ui ：断面平均流速(m/s) 

Qi ：流量(m3/s) 

Ai ：流れの断面積(m2) 

n ：粗度係数 

Ri ：径深，R＝A/S（Sは潤辺長）(m) 

Ib ：水路縦断勾配 

  出典：「河川砂防技術基準（案）調査編 第６章水位計算と粗度係数」p106 

 

上式より、 

ii
i

i
i A

S

A

n
Q ⋅′








⋅= 2

1
3

2

)(sin
1

θ
・・・・・式 10

 

ここで、 S i：潤辺長（S=A/R，R：径深）(m) 

θ ’i：上流 200m 区間平均勾配(°) 

※基準地点での勾配が 100～200m の区間距離で設定された場合、横断

線の勾配も同様の値を使用するものとする。 

 

 

A i  

S i  

 B i  

h ’ i  

 

図 3.21 断面流下能力による流下幅算定 

ここで、 

    h’i：土石流ピーク流量 Qspi＝流量 Qiとなるときの水位（仮想水位）（m） 
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    Bi ：土石流ピーク流量 Qspi＝流量 Qiとなるときの土石流流下幅（m） 

 

土石流ピーク流量 Qspi＝流量 Qiとなる土石流流下断面積 A を求めることにより、流下幅 Biを

算出することができる。 

このとき、流下幅 Biに対応した仮想水位（h’i）も算出されるが、区域設定で使用する土石流の

高さ hiは、「3.2.5土石流の高さの算出」に示す告示式に基づくものとする。 

なお、土石流流下幅 Biを断面流下能力で設定する場合は、レジーム型の式による流下幅を最大

値とする。 

 

※三面張りの流路工がある場合の流下幅の設定 

三面張りの流路工がある場合の流下幅は、以下のように手順で設定する。 

ⅰ)流路工における断面流下能力を検討する（このとき、粗度係数 n=0.03 とする）。 

ⅱ)流路工の断面流下能力がある場合は、流路工幅を流下幅とする。 

ⅲ)  〃  断面流下能力がない場合は、流路工を含めた地形横断による断面流下能力を検討す

る（このとき、粗度係数n=0.1とする）。 

ⅳ)上記ⅱ)、ⅲ）で設定できない場合は、レジーム型の式により設定する。 

 

(3) 土石流が流下する幅の設定 

各横断線における土石流ピーク流量に基づき、(2)で算出された流下幅を設定する。 

以下に設定例を示す。 

 

① 断面流下能力→レジーム型の式となる場合の流下幅の設定 

流下幅の算出方法が谷出口（横断線②）等を境に、断面流下能力による方法からレジーム型

の式による方法となる場合（図 3.22） 

・ 横断線①，②：各横断線の土石流ピーク流量から算出された流下幅を設定する。 

・ 横断線③，④：横断線③の土石流ピーク流量から算出された流下幅を設定する。以下、

横断線④より下流の横断線がレジーム型の式による場合、同様に横断線③

で算出された流下幅を設定する。

 

レジーム型の式 

断面流下能力 

基準地点

レジーム基点

① 

② 

③

④ 

 
 

図 3.22 断面流下能力→レジーム型の式となる場合の流下幅の設定 
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② レジーム型の式→断面流下能力となる場合の流下幅の設定 

①の場合とは逆に、流下幅の算出方法が横断線③を境に、レジーム型の式による方法から断

面流下能力による方法となる場合（図3.23） 

・ 横断線①，②：上流のレジーム基点となる横断線で算出された流下幅を設定する。 

・ 横断線③，④：各横断線土石流ピーク流量から算出された流下幅を設定する。 

 

 

断面流下能力 

レジーム型の式 

断面流下能力基点 

① 

② 

③ 

④ 

 

図 3.23 レジーム型の式→断面流下能力となる場合の流下幅の設定 

 

 

③ レジーム型の式による流下幅が地形による規制を受ける場合 

各横断線地点で、縦断測線地点を中心として流下幅を設定しようとすると、算出された幅が

現地の平坦地の幅よりも広くなる場合（図3.24） 

 

 

地形による幅の規制が生じる 

計算上の流下幅 

 

図 3.24 レジーム型の式で算出した幅が地形による規制を受ける場合の例 
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このような場合には、地形図上で流下方向の再確認を行い、必要に応じて流下方向の再設定

を行う。 

流下方向に問題がないと判断される場合、横断幅の設定時には、レジーム型の式で算出した

幅の控除は行わない。設定された区域から最終的に「明らかに土石等が到達しないと認められ

る土地の設定」において、この横断線の平坦面での最高標高値に土石流の高さ（「3.2.5 土石

流の高さの算出」参照）を加えた標高までとし、それより上部については「明らかに土石流の

到達しないと認められる土地」として除外する。 

 

 

最高標高地点 

土石流の高さ hi 

右岸 左岸 

最高標高値＋土石流高さでできる水面形 

計算上の流下幅 

除外する流下幅 

 

図 3.25 レジーム型の式で算出した幅が実際の地形では設定できない場合の設定例 

なお、レジーム型の式により流下幅を設定する場合で、設定された流下幅の両側が地形によ

り規制される場合は基本的に存在しない（両側が規制を受けているときは、断面流下能力によ

る流下幅の設定が可能である）。ただし、「断面流下能力により算出された流下幅」が、「レジ

ーム型の式により算出された流下幅」より大きい場合は、「レジーム型の式により算出された

流下幅」を採用する。 
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参考＜流下幅の設定手法＞ 

 

区域設定における流下幅は谷底部、流路部など地形等により流下断面を規制される箇所において

はマニング式による流下能力計算により設定し、扇状地など地形的拘束を受けない土地においては

レジーム則（B＝α×Qβ、α＝4、β＝0.5）により設定することとなる。 

 

流下幅の設定に際しては以下の事項に留意する必要がある。 

 ①基準地点における流下幅はマニング式による流下能力計算により設定される。 

  基準地点は谷出口、狭窄部出口、扇頂部、谷底部勾配変化点などに設置され基本的に地形的拘束

を受ける土地であるため流下能力計算により流下幅を設定することを基本とする。 

 ②マニング式での流下能力計算による流下幅は各測点におけるピーク流量から算出されるレジーム

幅を上限とする。 

基準地点からレジーム則適用地点（レジーム基点）までのマニング式による流下能力計算適用区

間において、谷幅の広い谷底部などが存在し、流下能力計算により設定した流下幅が極端に広くな

る場合などはその地点（測点）におけるピーク流量から算出されるレジーム幅を上限として流下幅

を設定する。 

 ③レジーム基点より下流の流下幅はレジーム基点直近下位の測点におけるピーク流量で算出された

レジーム幅とする。 

  レジーム基点は地形条件から判断し流下幅が地形的拘束を受けなくなる地点に設定し、これより

下流に関しては流下幅をレジーム則により設定する。この際レジーム則による流下幅算出時のピー

ク流量はレジーム基点の直近下位の測点におけるピーク流量を用いる。 

  ここで、レジーム基点は必ずしも等間隔計算測点上にくるとは限らないが、レジーム基点は計算

測点として扱わず、レジーム基点において土石流ピーク流量の減衰計算、流下幅設定計算等は行わ

ないものとする 

また、レジーム基点は地形的拘束から開放される地域の上流端に設置されるため、基本的に流

下断面計算が可能である。よってレジーム基点が等間隔計算測点上に一致した場合はこの地点で

の流下幅はマニング式による流下断面計算で設定される。 
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参考＜流下幅の設定手法＞ 

 

 

 

 

 

基準地点No,0：ピーク流量Q0を用いマニング式による流下能力計算で流下幅を設定 

谷底部（等間隔計算測点 No,1～No,4）：各測点におけるピーク流量 Q1～Q4を用いマニング式によ

る流下能力計算で流下幅を設定。ただし各測点におけるピーク流量を用いレジーム則により設定

した流下幅（B=4×Q1
0.5～4×Q4

0.5）を上限とする。 

レジーム基点以降（等間隔計算測点No,5以降）：レジーム基点直近下位の測点No,5におけるピー

ク流量Q5を用い、レジーム則により流下幅を算定し、以降一律この幅を適用する。 
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参考＜流下幅の設定手法＞ 

 

 

 

 

レジーム基点が等間隔計算測点と一致した場合：等間隔計算測点No,4が地形的拘束の開放地域上

流端に位置し、レジーム基点が測点 No,4 と一致する。この場合、No,4 における流下幅は流量 Q4

を用いマニング式により設定し、上限はNo,4における流量Q4を用い算出したレジーム幅（4×Q4
0.5）

となる。測点No,5以降は測点No,5におけるピーク流量Q5を用い算出したレジーム幅（B=4×Q5
0.5）

により、一律で設定する。 
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参考＜流下幅の設定手法＞ 

 

 マニング式による流下能力計
算により算出された流下幅が
レジーム則による最大幅を超
えるため、最大幅で設定 

各測点におけるピーク流量よりレ
ジーム則により算出された最大幅 

 

基準地点No,0：基準地点におけるピーク流量Q0を用いマニング式による流下断面計算から算出し

た流下幅B0により設定 

等間隔計算測点No,1：No,1におけるピーク流量Q1を用いマニング式による流下断面計算から算出

した流下幅B1により設定 

等間隔計算測点No,2：No,2におけるピーク流量Q2を用いマニング式による流下断面計算から算出

した流下幅B2がレジーム則による上限幅（B=4×Q2
0.5）を上回るため、上限幅により設定 

 等間隔計算測点No,3：No,3におけるピーク流量Q3を用いマニング式による流下断面計算から算出

した流下幅B3により設定 

等間隔計算測点No,4：No,4におけるピーク流量Q4を用いマニング式による流下断面計算から算出

した流下幅B4により設定 

等間隔計算測点No,5：No,5におけるピーク流量Q5を用いレジーム則により算出した流下幅B5（＝

4×Q5
0.5）により設定 

等間隔計算測点 No,6 以降：No,5 におけるピーク流量 Q5を用いレジーム則により算出した流下幅

B5（＝4×Q5
0.5）により設定 
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3.2.5土石流の高さの算出 

 

基準地点および各横断線における土石流の高さは、告示式に基づき算出する。また、土石流流

下幅は前項「土石流流下幅の設定」において設定した値を用いる。 

 

【解 説】 

(1) 基準地点での土石流の高さの算出 

基準地点での土石流の高さ（h0）は国土交通大臣が定める方法等を定める告示により以下のよ

うに示されている。 

( )( )
( )

5

3

0

2/1

00

00*
0

tansin

tantan01.0









⋅⋅

−−⋅⋅⋅⋅
=

θθρ

θφρσ

B

VCn
h

・・・・・式 11

 

このとき式 11 の展開において、Cd の算定に関係する部分（式形が式 4 の逆数部分）では、式

4 と同様に計算値が 0.9 *C より大きくなる場合は 0.9 *C （=0.54）とし、下限値は設定しない。 

式 11 に式 3 と式 4 を代入すると、以下の式 12 となり、土石流の高さを求めることができる。 

( )

5

3

2

1

00

0

0

sin 













⋅

×
=

θB

Qn
h

sp

・・・・・式 12 

ここで、 0B ：基準地点における土石流流下幅(m) 

（「3.2.4土石流流下幅の設定」参照） 

 

(2) 各横断線での土石流の高さの算出 

各横断線での土石流の高さ（hi）は、基準地点での土石流の高さと同様に以下の式で求められ

る。 

( )

5

3

2

1

sin 











 ×
=

ii

spi

i

B

Qn
h

θ ・・・・・式 13

 

ここで、「sinθi」の勾配θi は、横断線における上流 200ｍ勾配であり、Cd の算出に関わる勾

配θ’i と異なることに注意する。 

       θi：各横断線における上流200ｍ勾配(°) 
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3.2.6扇状地形・屈曲部における越流の検討（主流路の修正） 

 

机上調査等で設定した主流路に対し、流下断面積の不足・及び屈曲部における越流の検討をし、

必要な場合は修正を行う。 

 

【解 説】 

設定した主流路（縦断測線）に対し、地形条件および土石流ピーク流量を用いて、流下断面の

不足による越流・及び屈曲部における越流の検討を行い、必要な場合は修正する。 

 

 基準地点の現況流路断面の把握 

土石流直進の可能性が低い 土石流直進の可能性が高い 

有り 

有り 

無し 

無し 

屈曲部断面での越流の有無 

現況河道が土石流ピーク流量を流下さ

せる断面を有しているか 

 

図 3.26 湾曲部・屈曲部における流下方向設定方法  
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(1) 現況河道が土石流ピーク流量を流下させる断面を有しているかの判断 

現況河道が土石流ピーク流量を流下させる断面を有しているかの判断は、屈曲部等の越流の可

能性が考えられる横断線において、「各横断線における流下する土石等の量および土石流ピーク流

量の設定」で設定した土石流ピーク流量と断面の流下能力の比較を行い、土石流ピーク流量を流

下させることが出来るかどうかを判断する。この時、周辺地形および周辺の土石流堆積物等を考

慮して総合的に判断する。 

断面の流下能力の算定については、「3.2.4土石流流下幅の設定」の手法による。 

 

図 3.27 断面の流下能力の判断事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横断１と横断２の屈曲部で、ピーク流量と断面の流下能力を比較したところ、横断２の位置で越流

すると判断された。 

横断１ 
横断 2 

現況河道 

10m

1
0
m

DL=143m

横断１：非越流 

10m

1
0
m

DL=135m

横断 2：越流 
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渓 流
流下方向と幅

基準地点（屈曲部）
著しい危害のおそれのある土地の区域

 

(2) 屈曲部断面での越流の有無の判断 

湾曲部・屈曲部で越流は、「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説」に示されてい

る以下の式を用いて外湾部での水深を計算し検討する。 

( )
gr

Ub
houth

i

ii

Lii
⋅

⋅
+=

2

2max     

・・・・・式 14

 

ここで、h(out)maxi：外湾の最高水深（m） 

hLi：直線部での水深(m) 

bi：流路幅(m) 

Ui：断面平均流速(m/s) 

ri：水路中央の曲率半径(m) 

g：重力加速度（9.8m/s2） 

 

この計算により、流路断面に対して越流すると判断される場合は、流下方向の設定に際し、直

進性を考慮することができる。その際、越流方向(湾曲部の外湾側)が主流路となるかの判断につ

いては、最終的には３次元地形モデルより断面を取得し、後段の調査で設定した土砂量を流下さ

せた際の河道断面に対する越流土砂の量等を考慮し、十分に検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

図 3.28 湾曲部の水面形のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.29 屈曲部の設定イメージ 

h(out)max 

ｂ 
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測線 i  

測線 i + 1 

測線 i - 1 

b i  

r i  

平均的な円曲線 

 

ri：水路中央の曲率半径 

 

図 3.30 曲率半径イメージ図 

 

自然河道の法線は複合曲線で構成されるため、厳密に曲率半径を求めることは困難であり、ここ

では、越流の判定を行う測線より上流側について、平均的な円曲線に対する曲率半径を求めること

とする。 
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3.2.7土石流により建築物に作用すると想定される力（流体力）の算出 

 

土石流による流体力は、土石流の土石等の密度と、土石流の流速により算定する。 

 

【解 説】 

各横断線における土石流により作用すると想定される力（Fdi）を以下の式で算出する。 

2

ididi UF ⋅= ρ ・・・・・式 15 

ここで、ρdi：以下の式により算出した流動中の土石流の土石等の密度（103kg／m3） 

 

( )didi

i

CC −+⋅== 1
tantan

tan
di ρσ

θ‐φ

φρ
ρ ・・・・・式 16 

 

Cdiは、計算値が 0.9C*より大きくなる場合は 0.9C*（=0.54）とするが、下限値は設定しない。

なお、ρdiの算定はθiの条件確認が必要ない「式16」の右辺により算出するものとする。 

Ui ：以下の式により算出した土石流の流速（m/s2） 

 

n

R
U ii

i

2
1

3
2

)(sinθ
= ・・・・・式 17 

Ri ：土石流の径深(m)，ここでは Ri＝hiとする。 

 

ここで、「sinθi」の勾配θiは、横断線における上流200ｍ勾配であり、Cdの算出に関わる勾

配θ’iと異なることに注意する。 
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3.2.8通常の建築物の耐力の設定 

 

通常の建築物の耐力は土石流の高さから算出する。 

 

【解 説】 

通常の建築物の耐力は、建築物に作用する土石流の高さから算出する。ただし、建築物に作用

する土石流の高さは、2.8m を上限とし、それ以上の場合は 2.8m とする｡ 

)6.5(

3.35

ii

i
HH

P
−⋅

= ・・・・・式 18 

ここで、Pi：建築物の耐力（kN／m2） 

Hi：建築物に作用する土石流の高さ（ｍ）（ただし、Hi は「3.2.5 土石流の高さ

の算出」で算出された土石流の高さｈi） 
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3.2.9著しい危害のおそれのある土地の区域の設定 

 

著しい危害のおそれのある土地の区域の設定は、基準地点及び各計算地点において「土石流

により建築物に作用すると想定される力（Fd）」と「通常の建築物の耐力（P）」を比較し、Fd

＞Pの条件が成立し、かつ最初に Fd ≦Pの条件満たした計算地点までの区域を「著しい危害の

おそれのある土地の区域」として設定する。 

 

【解 説】 

基準地点及び各計算地点において、「土石流により建築物に作用すると想定される力（Fd）」と

「通常の建築物の耐力（P）」を比較する。 

基準地点において、Fd ≦ P の条件が成立するときは、「著しい危害のおそれのある土地の区域」

は設定しない。 

基準地点において、Fd＞P の条件が成立するときは、各計算地点において最初に Fd ≦P の条件

を満たした計算地点までの区域を「著しい危害のおそれのある土地の区域」として設定する。設

定した区域内に、土石流の高さが 1m を超え土石流により建築物に作用すると想定される力が

50kN/m2を超える区域がある場合は、その区域を明示する。また、土石流の高さが 1m を超え土

石流により建築物に作用すると想定される力が 50kN/m2以下の区域を明示する。 

 

：基準地点

：縦断測線

河川河川

：著しい危害のおそれのある土地の区域

：土石流の高さが1mを超え土石流により建築物に作用すると想定される力が50kN/m2を超える区域

河川

：土石流の高さが1mを超え土石流により建築物に作用すると想定される力が50kN/m2以下の区域

 

図 3.31 著しい危害のおそれのある土地の区域設定例 

 



 

- II- 105 - 
 

 

参考図＜区域調書記載例：土石流の諸元計算結果＞ 
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※著しい危害のおそれのある土地の区域末端の設定 

 「著しい危害のおそれのある土地」の末端は、実際にはＦdi＞Ｐi と判定された最下流の測線

と、その下流側の次測線との間にある。(これは区域判定を縦断測線上で連続的でなく、一定間

隔の測線上でおこなっているため生ずる) 

 このため、著しい危害のおそれのある区域の末端は、以下のように設定する。 

ⅰ）著しい危害のおそれのある土地の区域として判定された最下流の測線と、次の測線間に、

補助測線を追加し、補助測線上での土石流により作用する力と建築物の耐力とを算出す

る。なお、補助測線の間隔は1mとする。 

 ⅱ）補助測線上での土石流により作用する力と建築物の耐力を比較する。 

【 土石流により作用する力 ＞ 建築物の耐力 】の場合 

  ：追加した補助測線までを著しい危害のおそれのある土地の区域とする。 

【 土石流により作用する力 ≦ 建築物の耐力 】の場合 

     ：土石流により作用する力＞建築物の耐力となる最下流の測線までを著し

い危害のおそれのある土地の区域とする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.32 著しい危害のおそれのある土地の区域末端の設定例 

 

Fd3’ ＞ P3’ 

Fd4 ≦ P4 

Fd1 ＞ P1 

Fd2 ＞ P2 

Fd3 ＞ P3 

補助測線 
Fd4 ≦ P4 

Fd1 ＞ P1 

Fd2 ＞ P2 

Fd3 ＞ P3 

補助測線 
Fd3’ ≦P3’ 

【土石流により作用する力＞建築物の耐力】 【土石流により作用する力≦建築物の耐力】 
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※著しい危害のおそれのある土地の区域が不連続的に設定される場合 

設定条件によっては、著しい危害おそれのある土地の区域が不連続的（縞状）に設定され

る場合がある。この場合は、初めて「流体力≦建築物の耐力」として判定された横断線のひ

とつ前の横断線までを著しい危害おそれのある土地の区域とし、その横断線以降、「流体力

＞建築物の耐力」となっても著しい危害おそれのある土地の区域とはしない。 

なお、末端の設定は、「著しい危害のおそれのある土地の区域末端の設定」と同様に扱う。 

 

×Fd4 ≦ P4 

●Fd1 ＞ P1 

●Fd2 ＞ P2 

●Fd3 ＞ P3 

×Fd5 ≦ P5 

●Fd6 ＞ P6 

●Fd7 ＞ P7 

設定しない 

 

 

図 3.33 著しい危害のおそれのある土地の区域末端の設定例 

 

※土石流の高さが１ｍを超える場合かつ土石流により建物に作用する力が50kN/m2を超える区

域が不連続的に設定される場合 

この場合は、「土石流の高さが１ｍを超える場合かつ土石流により建物に作用する力が

50kN/m2 を超える区域」として判定された区間をすべて該当区間とし、複数の区間に区分さ

れることがある。 

 

参考図＜区域調書記載例：著しい危害のおそれのある土地の設定例＞ 

様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 調査年度

渓流番号 所在地

1023

14373

山形県

●●川 山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

平成15年度
●●●●● 渓流名

土　石　流　区　域　調　書
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3.2.10著しい危害のおそれのある土地の区域の設定（確定） 

  

著しい危害のおそれのある土地の区域について、机上調査等で設定した区域から、「明らかに土石

流が到達しないと認められる区域」（「3.3 明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定」

参照）を除外し、最終的に設定する。 

設定した著しい危害のおそれのある土地は、調書にとりまとめる。 
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3.3明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定 

 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域は、机上調査等における水深の計算結果や微高地

の比高等により設定する。 

 

【解 説】 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定は、「著しい危害のおそれのある土地の

区域」と「危害のおそれのある土地の区域」内において、それぞれ設定方法が異なる。3.3.1で

は著しい危害のおそれのある土地の土地の区域、3.3.2では危害のおそれある土地の区域におい

て、それぞれ明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定方法について示す。 

 

※航空レーザデータから作成した等高線、微地形表現図、傾斜区分図、標高段彩図がある場合は、

それらを使用して明らかに土石流が到達しないと認められる区域の設定をする。 

 

3.3.1著しい危害のおそれのある土地の区域内の場合 

（1）明らかに土石流が到達しないと認められる区域 

 

【解 説】 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域は、その土地の周辺地盤高からの比高と下流側

の横断地点の土石流波高に乗り上げ高を加えた高さとを比較して判断することを基本とする。横

断方向では比高が大きくても、土地の上流側が土石流に対して十分な比高がない場合に留意する。 

土石流の流下する流路の中心を横断する土地や流路を閉塞する土地など、土石流の流下に大き

く影響する土地については、土石流の越流や土石流の空間的な捕捉効果、流下方向の変化などを

検討する必要がある。 

 

河川や対岸斜面、掘割道路や逆勾配法面（道路法面や盛土法面など）が存在し、土石流が到

達しないと認められる区域については、計算により設定する。 
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図 3.34 明らかに土石流が到達しない土地の範囲の設定方法（縦断方向） 
 

h’については、ｈ＝ｖ2／2ｇ（1/2×ｍｖ2＝ｍｇｈより変形）より算出する。 
 

上記の図を以下に平面図で示す。 

図 3.35 明らかに土石流が到達しない土地の範囲の設定方法 

 

上図における土地B1付近の横断面の概念図を示す 

 

図 3.36 明らかに土石流が到達しない土地の範囲の設定方法（横断方向） 

土地 B1 

土石流流下幅 

土石流波高h4+乗り上げ高h’4 

明らかに到達しない土地 

横断図 

計算地点 

横断-1 

計算地点 

横断-2 

計算地点 

横断-3 

計算地点 

横断-4 

土地B1 

土地B2 

明らかに土石流が 

到達しない土地 

計算横断間に存在する土地に対して、上

流地点の地盤高に土石流高+乗り上げ高

を加えた高さと比較して判断する。 

計算地点 

横断-1 

到達する 

地盤高 A1 

土地 B1 

土石流高h2+h’2 

計算地点 

横断-2 

計算地点 

横断-3 
計算地点 

横断-4 

到達しない 

h2+h’2 

地盤高 A２ 

土地 B２ 

地盤高 B1 

地盤高 B2 

地盤高 A3 

地盤高 A4 

土石流波高 ： h1 

土石流の乗り上げ波高 ： h’1 
h2+h’2 

h3+h’3 

h3+h’3 

h4+h’４ 
h4+h’4 
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（2）盛土等の人工構造物の取り扱いについて 

 

盛土等の人工構造物は、「明らかに土石流が到達しない土地の設定」と同様の方法で評価す

る。 

 

【解 説】 

ここで言う人工構造物は、土石流の流下方向を変えるような大規模なものを指し、道路・鉄道

などの盛土および宅地の地盤等である。 

評価方法としては、「明らかに土石流が到達しないと認められる区域」の方法と同様に、下流

側の横断地点で計算される土石流の高さ(h)乗り上げ等を考慮して土石流の流速から算出した高

さ(h’)を加えたものと人工構造物高とを比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.37 人工構造物の評価方法 

 

h’については、ｈ＝ｖ2／2ｇ（1/2×ｍｖ2＝ｍｇｈより変形）より算出する。 

計算地点 

横断-1 

計算地点 

横断-2 

計算地点 

横断-3 

 
土石流高h1 

 
土石流高h2 

 
土石流高h3 
土石流の流速より算出される高さh’3 
h4＋h’4 

地盤高B1 
到達しない 

横断-4 地点の計算された土石流高h4、さらにその際の土石流流速によ

り算出される高さh’4 を加えた高さより、人工構造物B1 の施設高が高

い場合は、人工構造物 B1 へ土石等が到達しないと評価する。     

h4＋h’4＜B1 

人工構造物B1 
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※ボックスカルバートの取り扱い 

土石流の流下方向にボックスカルバートが存在する場合、以下の通り設定する。 

 

① ボックスカルバート上に横断線がある場合は、その横断線 iの土石流ピーク流量 Qspi

を用いる。横断線がない場合は、補助横断線を設定し、その横断線における土石流ピ

ーク流量を求めて Qspiとする。 

 

② 予め調査したボックスカルバートの断面形状（断面形状が一様でない場合は面積が最

小となる断面）の通水可能な流量 Qiをマニングの式により求める。 

 

③ 横断線 iにおける土石流ピーク流量 Qspiとマニングの式より求めた流量 Qiを比較す

る。 

 

そこで、 

   土石流ピーク流量 Qspi ＜ マニングの式より求めた流量 Qi 

                  → 土石流はボックスカルバートを通過するものと

する。 

   土石流ピーク流量 Qspi ≧ マニングの式より求めた流量 Qi 

                  → 土石流はボックスカルバートを閉塞する。 

 

ボックスカルバートが閉塞する場合、盛土の強度が十分であり、上流側に土石流の土砂を捕捉

できる空間があれば、下流側には土石流が到達しないものと判断される。 
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3.3.2危害のおそれのある土地の区域内の場合 

 

 明らかに土石流が到達しないと認められる土地は、渓床と周辺の地形との比高、河岸段丘、人

工構造物などを現地調査により確認した上で設定する。 

 

【解 説】 

①渓床（現況流路もしくは標高の最低地点）からの比高が大きい範囲 

明らかに土石流が到達しないと認められる区域は、横断図を参考に渓床（現況河道もしくは最

低地点）から概ね比高5ｍ以上の範囲とする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 3.38 明らかに土石流が到達しない土地の範囲（横断方向） 

  

ただし、比高が大きくても、土地の上流側が土石流に対して十分な比高がない場合があるため、

縦断方向についても検討する。 

盛土 

比高が大きい(概ね5ｍ) 

明らかに到達しない区域 

渓 床 

段 丘 

明らかに到達しない区域 
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②河川によりさえぎられる土地の区域 

流下幅の広い河川や十分な水深のある河川が氾濫区域の末端にある場合、危害のおそれのある土地

の区域は河川までとする。 

 

図 3.39 氾濫区域内に河川が横断しているときの設定例 

 

ただし、河川の規模が小さい時などは、“3.3.1 著しい危害のおそれのある土地の区域内の場合(1)

明らかに土石流が到達しないと認められる区域“ の土石流乗り上げ波高を、河川の断面を用いて検

討する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危害のおそれのある土地 

河川 

基準地点 

L 明らかに土石流が到

達しない土地 
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3.4区域設定結果のとりまとめ 

 危害おそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地の設定結果について、様式に

とりまとめるとともに、区域設定に関する以下の事項について、成果をとりまとめることを

基本とする。 

 1)区域設定結果に基づく各様式の作成 

 2)区域設定図の作成（S=1/2,500） 

 3)区域変化点の座標一覧表の作成 

 4)区域設定結果のデータファイル 

【解 説】 

区域設定結果については、所定の様式（巻末の様式例および様式記載例を参考）にとりまとめる

とともに、以下に示す成果を作成することを基本とする。 

 

1)区域設定結果に基づく各様式の作成 

 区域設定結果および区域設定の根拠などについて、各様式にとりまとめるとともに、設定図お

よび根拠図を様式に添付する（巻末の様式案と様式記載例：参考を参照）。 

 

2)区域設定図の作成（S=1/2,500） 

 区域設定成果について、砂防基盤図上に縮尺 1/2,500 で展開し作成する。作成にあたっては、

様式に示されている凡例を添付するとともに、箇所番号や箇所名などを解りやすく記載して箇所

ごとに作成する。 

 

様式３－１　危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 調査年度

渓流番号 所在地

1023

14373

山形県

●●川 山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

平成15年度
●●●●● 渓流名

土　石　流　区　域　調　書

 

図 3.40 区域設定図（S=1/2,500）の作成例 
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3)区域変化点の座標取得 

 最終的な区域設定範囲について、その主要な変化点について砂防基盤図上から座標を取得し、

一覧表に整理する。その際、各座標とその位置が判読できるように整理する。 

 座標を取得する箇所は以下の通り。 

・流下中心線上の各測点（基準地点含む） 

・イエローゾーンの外周の変化点 

・レッドーゾーン（土石流高さ 1m以上かつ建築物に作用する力が 50kN／m2を越える区域を

含む）の外周の変化点 

 

 

図 3.41 座標取得一覧表の作成例 



４．危害のおそれのある土地等の調査 

- II-117 - 

4.危害のおそれのある土地等の調査 

 危害のおそれのある土地等の調査は、対象とする渓流及びその下流域の土地利用状況や、

警戒避難体制状況等を把握する目的で実施する。 

調査する項目は、以下の通りとする。 

①保全対象に関する調査 

②公共施設および公共的建物に関する調査 

③土地利用状況に関する調査 

④警戒避難体制に関する調査 

【解 説】 

 危害のおそれのある土地等の調査は、以下の方法により実施する。 

 

①保全対象に関する調査 

渓流の危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地において、保全対

象の状況を調査する。 

②公共施設および公共的建物に関する調査 

渓流の危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地において、公共施

設と公共的建物の状況を調査する。 

③土地利用状況に関する調査 

渓流の危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地において、土地利

用状況を調査する。 

④警戒避難体制に関する調査 

渓流周辺の地域において、警戒避難体制の整備状況等を調査する。 

 

※関連法指定に関する指定状況調査、宅地開発の状況および建築動向の調査についてのと

りまとめは廃止する。 
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4.1 保全対象に関する調査 

対象とする渓流での危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地に

おいて、保全対象の状況を資料から調査しとりまとめる。 

調査する項目は、以下の事項を基本とする。 

①危害のおそれのある土地等における人家戸数 

②著しい危害のおそれのある土地における人家の建築構造の確認 

※新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」の精査時に使用した建物等の集計データ

を用いて、箇所ごとの人家戸数等を様式 3-3（1）に整理する。データがない場合は最新

の住宅地図等を用いて整理する。 

【解 説】 

保全対象に関する調査は、危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地

における人家戸数と、著しい危害のおそれのある土地における人家の建築構造について調査

する。 

調査結果は、危害のおそれのある土地と著しい危害のおそれのある土地に分けてとりまと

める。 

ここで、「人家戸数」とは、危害のおそれのある土地等において居室を有する人家の戸数を

いい、公共的建物や要配慮者利用施設を含まないものとする。 

マンション等の共同住宅については、世帯数を人家戸数として計上する。 

なお、人家の庭などのように建物敷地の一部のみが危害のおそれのある土地等にかかり、

建築物自体はかからない場合は、人家戸数としては計上しないことを原則とする。 

また、著しい危害のおそれのある土地に部分的にかかる人家は、著しい危害のおそれのあ

る土地における人家戸数で計上し、危害のおそれのある土地に含めない。 

なお、著しい危害のおそれのある土地については、木造と非木造（RC 造等）に区分する。 

 ※木造と非木造については砂防基盤図の建物情報から判断する（堅牢・非堅牢）。 

表 4.1 保全対象の調査項目 

区 分 調査項目 内  容 

危害のおそれのある土地 

(著しい危害のおそれの

ある土地のものを除く) 

人
家
戸
数 

人家・共同住宅 

・居室を有する人家の戸数(公共施設等を含

めない)を調査 

・共同住宅（アパート・マンション等）は

世帯数を計上 

著しい危害のおそれの 

ある土地 

人
家
戸
数 

人家・共同住宅 
非木造 

・居室を有する人家の戸数（公共的建物等

を含めない）を調査 

・共同住宅（アパート・マンション等）は 

世帯数を計上 

・混構造（１F RC構造、２F 木造など） 

木造 同上 
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「非木造（RC 造等）」は主要構造部（主に柱）が鉄筋コンクリート、鉄骨コンクリートである

建築物の構造とし、「木造」は非木造（RC 造等）以外の建築物の構造とする。 

なお、資料等から判断できない場合などの建築構造不明の場合は、「木造」として取り扱う

ことを基本とする。 

人家に該当するのかどうか判断つきにくい建築物などについては、管理者などが常駐する

場合（有人の建築物）を人家として扱い、常駐しない（無人）の場合は対象としないことを

原則とする。ただし、管理者などが常駐しない（無人）施設であっても、ライフラインに関

わる施設などで、住民の生命保護のため重要でかつ公共性の高い施設などについては、公共

的建物との取り扱いを検討したうえで、人家としての取り扱いを判断する。 

また、公共的建物及び要配慮者利用施設は、１から番号を付け、様式 3-3(1)に対応した建

物番号を様式 3-4 の図中に記入する。 

確認された人家については、様式 3-3(3)に１から人家番号を左端側より付番し、世帯主名

を（漢字等で）記入する（人家番号は附図-2 の番号とする）（人家番号は１から付番。人家

番号とは別に、公共的建物及び要配慮者利用施設番号も１から付番）。 

（判断し難い建築物の例） 

神社，仏閣：管理者が常駐する場合は人家として扱い、管理者不在の場合は保全対象とし

ない。 

工場，店舗：昼間に作業者が常駐するため人家 1 戸として扱う。ただし、大工場のように

数棟ある場合は、施設としては「1 箇所」のため 1 戸として扱う。 

季節営業の施設（別荘等）：その期間に管理者が駐在する場合は、人家 1 戸として扱う。 

 

図 4.1 保全対象調査結果のとりまとめ例（調書） 

 

要配慮者利用施設 （建物番号併記） 
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図 4.2 保全対象調査結果のとりまとめ例（調書） 

 

図 4.3 保全対象調査結果のとりまとめ例（附図―２） 

公共的建物 

土砂災害警戒区域等基盤図 

 

要配慮者利用施設 
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4.2 公共施設および公共的建物に関する調査 

対象とする渓流での危害のおそれのある土地および著しい危害のおそれのある土地に

おいて、公共施設および公共的建物等の状況を資料から調査しとりまとめる。 

調査する項目は、以下の事項を基本とする。 

①危害のおそれのある土地等における公共施設と公共的建物等 

②著しい危害のおそれのある土地における公共的建物等の建築構造の確認 

 ※山形県でとりまとめた建物等の集計データを用いて、箇所ごとの人家戸数等を様式 3-3（1）

に整理する。データがない場合は最新の住宅地図等を用いて整理する。 

 

【解 説】 

公共施設および公共的建物等に関する調査は、危害のおそれのある土地および著しい危害

のおそれのある土地において実施する。 

なお、公共施設とは、公共に利用される設備や施設のうち建築物以外のものとし、道路や

鉄道などをいう。 

公共的建物は、公共に利用される施設や建築物とし、不特定多数の人が利用する施設もし

くは不特定多数の人に利便を与する施設（無人であってもライフラインに影響を及ぼす施設

は公共的建物として扱う）および要配慮者利用施設をいう。 

公共施設については、危害のおそれのある土地等に含まれる施設の種類、延長・基数を調

査する。 

公共的建物および要配慮者利用施設については、危害のおそれのある土地と著しい危害の

おそれのある土地のそれぞれに位置する施設の種類及び建築構造（非木造・木造）を調査す

る。なお、要配慮者利用施設については、施設の定員も調査する。 

 

①公共施設の例 

道路：高速道，国道，県道，主要地方道，市町村道，農道，林道，私道，その他の道路 

鉄道：ＪＲ，私鉄，ロープウェイ，モノレール，路面電車，その他の鉄道 

水路：河川，運河，用水路等（道路側帯の側溝などの小規模水路は含まない） 

その他：橋梁等 

 

②公共的建物の例 

公共的建物：警察署，郵便局，その他官公署，公共的な事業所，旅館，駅，学校等 

要配慮者利用施設：社会福祉施設や医療提供施設など 
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表 4.2 公共施設と公共的建物の調査事項 

調査対象 調査範囲 調査内容 
①公共施設 「著しい危害のおそれのあ

る土地」及び「危害のおそ
れのある土地」について調
査する。 

ⅰ）公共施設の種類（ＪＲ、私鉄、高速道、国道 都道府県道、市
町村道、その他の道路、河川、橋梁、その他） 

ⅱ）調査範囲内における延長又は数 

②公共的建物等 「著しい危害のおそれのあ
る土地」と「危害のおそれ
のある土地」について調査
する。 
（ただし「危害のおそれの
ある土地」の集計は「著し
い危害のおそれのある土
地」で集計したものを含ま
ない） 

ⅰ）公共的建物などの種類 
 警察、派出所 
 消防署 
 都道府県庁、市区町村役場等の官公庁 
 郵便局 
 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等） 
 公民館 
 事業所 
 宿泊所 
 駅 
 発電所､変電所 
 浄水場 
 児童福祉施設 
老人福祉関係施設（老人介護支援センターを除く）、有料老人ホーム 
介護保険施設 
障害者支援施設 

 障害福祉サービス事業所 
 身体障害者社会参加支援施設 
 福祉ホーム 
 精神障害者退院支援施設 
 地域活動支援センター 
 障害児通所支援事業所 
 その他これらに類する施設 
 医療提供施設 
 その他 
ⅱ）建築構造（非木造（ＲＣ造等）・木造） 
ⅲ）それぞれの施設数 

表 4.3 要配慮者利用施設の種類 

分 類 対象施設 

厚
労
省
関
係 

１:老人福祉施設 老人福祉法第五条の三に規定する施設 

２:有料老人ホーム 老人福祉法第二十九条に規定する施設 

３:認知症対応型老人共同生活支援事業の用に供する施設 老人福祉法第五条の二６に規定する施設 

４:身体障害者社会参加支援施設 身体障害者福祉法第五条第１項に規定する施設 

５:障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条１１項に規定する施設 

６:地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条２７項に規定する施設 

７:福祉ホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条２８項に規定する施設 

８:障害福祉サービス事業の用に供する施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条１項に規定する施設 

９:保護施設 生活保護法第六章第三十八条に規定する施設 

10:児童福祉施設 児童福祉法第七条に規定する施設 

11:障害児通所支援事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の二の二に規定する施設 

12:児童自立生活援助事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三に規定する施設 

13:放課後児童健全育成事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三、２に規定する施設 

14:子育て短期支援事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三、３に規定する施設 

15:一時預かり事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三、７に規定する施設 

16:親子再統合支援事業実施施設 児童福祉法第六条の三、１５に規定する施設 

17:妊産婦等生活援助事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三、１８に規定する施設 

18:児童育成支援拠点事業の用に供する施設 児童福祉法第六条の三、２０に規定する施設 

19:親子関係形成支援事業実施施設 児童福祉法第六条の三、２１に規定する施設 

20:こども家庭センター 児童福祉法第十条の二に規定する施設 

21:児童相談所 児童福祉法第十二条２に規定する施設 

22:母子・父子福祉施設 母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十八条に規定する施設 

23:病院 医療法第一条の五に規定する施設 

24:診療所 医療法第一条の五、２に規定する施設 

25:助産所 医療法第二条に規定する施設 

文
科
省
関
係 

26:幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 

高等専門学校 

学校教育法第一条に基づくもので、国公私立等設置主体を問

わず、すべての施設 

27:高等課程を置く専修学校 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校のうち、高等課

程を置くものに限り、国公私立等設置主体を問わず、すべて

の施設 
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4.3 土地利用状況に関する調査 

対象とする渓流での危害のおそれのある土地において、土地利用状況を資料から調査し

とりまとめる。 

【解 説】 

対象とする渓流での危害のおそれのある土地において、土地利用状況を資料から調査しと

りまとめる。 

調査項目は、以下に示す通りとし、該当する項目を記載する。 

 

①道路  ：高速道，国道，県道，主要地方道，市町村道，農道，林道，私道， 

その他の道路 

②河川  ：河川，運河，用水路（道路側帯の側溝は含まない）等 

③池沼  ：湖，池，沼，貯水池，配水池等 

④宅地  ：人家，共同住宅，工場，公共的建物，およびそれらの付属施設及び敷地 

⑤農地  ：田，畑地，果樹園，ビニールハウス，休耕田，および付帯する作業場 

⑥山林  ：山地，国有林，民有林，木竹が集団して生育している土地（上記の①～④の

敷地内は除く。 

⑦避難等：避難方向・避難場所を図示する。（避難場所は名称を記入） 

      ただし、区域設定結果確定後に調査職員による避難方向、避難場所の市町村

確認をおこない、その結果を図示する。 

⑦その他 ：上記①～⑥に該当しない場合 

（オルソフォトを代用し、相違のある箇所のみ注記にて図示も可とする） 

 

図 4.4 土地利用状況の調査結果の記載例 
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4.4 警戒避難体制に関する調査 

対象となる渓流および周辺地域での警戒避難体制に関する事項について既存資料など

から調査を行う。 

 

※地域防災計画の記載の内容を引用して様式 3-3(1)（図 4.5）にとりまとめる。 

 

【解 説】 

対象となる渓流および周辺地域での警戒避難体制に関する事項について既存資料などから

調査を行う。 

調査は、以下の項目に対して行うことを基本とする。 

①対象となる渓流の地域防災計画への記載の有無（初回の基礎調査では対象外） 

②自主防災組織等の有無 

③伸縮計等の計測機器の設置状況 

④土砂災害に関する情報や雨量情報等を伝達するシステムの整備状況 

⑤避難場所や避難路の設定の有無と避難場所の位置、避難場所の建築構造（木造・非木造） 

⑥住民への防災情報の周知状況 

⑦防災訓練等の実施状況 

ただし、⑤については区域設定結果確定後に、調査職員による避難路、避難場所の市町村 

確認をおこない、その結果を記載する。 

 

調査結果は、所定の様式にとりまとめる（既存資料から可能な限り把握する）。 

 

土　石　流　区　域　調　書
様式３－３（１）　危害のおそれのある土地等の調査等 調査年度 0

流域面積(km2)

危害のおそれのある土地の状況 土地の面積  m
2

　　道　路 水　路 池　沼 宅　地 農　地 備　　考

人 家 戸 数 戸

J　R(m) 私　鉄(m) 高速道路(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

市町村道(m) その他道路(m) 河　川(m) 橋　梁(基)

1

建物
番号

構　造 施設数
建物
番号

構　造 施設数

著しい危害のおそれのある土地の状況 土地の面積  m
2

　　道　路 水　路 池　沼 宅　地 農　地 備　　考

人 家 戸 数 全戸数 木造戸数 非木造戸数

J　R(m) 私　鉄(m) 高速道路(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

市町村道(m) その他道路(m) 河　川(m) 橋　梁(基)

1

建物
番号

構　造 施設数
建物
番号

構　造 施設数

地 域防 災計 画へ の記 載の 有無 自主防災組織の有無 計器設置の有無 （ ）

予警報等情報伝達システムの有無 整備状況等

避 難 路 の 設 定 の 有 無 避難場所 位置 建 築 構 造

住 民 へ の 防 災 情 報 周 知 状 況

防 災 訓 練 等 の 実 施 状 況

内、要配慮者利用施設数

渓 流 の 位 置

地 形 概 要

0渓流番号 渓流名

公 共 施 設 等 の 状 況

公共的建物全施設数

１F非木造戸数

0

名　　称

土 地 利 用

種　　類

公共的建物全施設数

所在地

種　　類 名　　称

0 0

警

戒

避

難

体

制

に

関

す

る

調

査

種　　類 名　　称 種　　類

危
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
等
の
調
査

山　林

公 共 施 設 等 の 状 況

土 地 利 用

構造不明戸数

名　　称

山　林

その他

内、要配慮者利用施設数 0

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

 

図 4.5 警戒避難に関する調査結果のとりまとめ例 



参考資料 

 参考－1 

参考資料１ 土石流により作用すると規定される力（流体力）と建築物の耐力と

の関係 

 

土石流により作用すると想定される力（流体力）と建築物の耐力との関係は以下の図のよ

うになる（各々の算出式については 3.2.5 , 3.2.7 , 3.2.8 参照）。 

 

流体力と耐力の関係
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た
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2）

計測地点から上流200ｍ区間の平均渓床勾配：θ＝10（°）  の場合

2.8

Fdi

Pi

　　　　　　　　流体力Fdi
　　　　　　　　建築物の耐力Pi

著しい危害のおそれ
のある土地

土石流の高さが1ｍ以上で

流体力が50（kN/m2）以上
の土地

 

参考図 1 流体力と建築物耐力の関係模式図（～土石流の高さ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料 

 参考－2

参考資料 2 区域設定結果の確認（土砂災害警戒区域等基盤図チェックリスト） 

以下の表を参考に区域設定結果のチェックをおこなう。 

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － －

○ ○

○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － －

流下方向　　（受託者は、設定結果の該当する根拠に”○”を記入、　調査職員は、根拠を確認できたものに”○”、出来ないものに”×”）

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

－ － － － ○ ○ － － － － － － ○ ○ ○ ○

－ － － － ○ ○ － － － － － － ○ ○ ○ ○

　

施設効果と土砂量・計算結果

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業計画等の把握

警戒区域の形状　１

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

○ ○ － － － － － －

○ ○ － － － － － －

警戒区域の形状　２

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

○ ○ － － － － － －

○ ○ － － － － － －

特別警戒区域の形状　

受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員 受託者 調査職員

○ ○ － － － － － －

○ ○ － － － － － －

照査技術者 管理技術者

受託者

調査職員総括調査職員

×

設定根拠

設定コメント

明らかに土石等の到達しない土地の範囲は確認されない

設定コメント

評価

コメント

設定根拠

評価

区域設定図の状況

－

計画年度 施工開始(予定)年度

土砂量の設定根拠の侵食可能断面図を確認したい。
砂防堰堤の資料を再度確認するので、施設効果量の再検討を指示した。

流域内調査により侵食可能断面を調査した
設計図書不備のため施設諸元を現地調査時に取得した
計算結果に特に問題はない

コメント

人工構造物（盛土、擁壁） 微地形

調査職員

設定根拠

区域設定図の状況

コメント

受託者

チェック 有り　　：　　無し

コメント

受託者

調査職員

事業計画項　　　　目 その他

設定コメント

その他（　　　　　　　　） 扇状地 谷底地形 その他（　　　　　）

合否 ○

受託者

平成１７年度 平成１８年度

区域の末端 区域の側部

勾配（２°） 微地形

設定コメント

縦断図の位置

区域設定図の状況

問題なし

計算結果

計算対策工

施設数

○

合否

土石流

○

受託者

調査職員

　当該渓流の谷出口は明瞭であり，小規模な扇状地の扇頂に相当する。現地で確認した渓床勾配の変化は
地形図ほど顕著ではないものの，やはり谷出口において勾配変化が認められる。これらの状況から，谷底幅
が拡がり始め，谷出口に相当する地点を基準地点として設定した。

問題なし

扇頂部

合否

○

合否

総合支庁名 市町村名 調査職員

設定根拠

設定根拠

勾配変化点 狭窄部出口

令和　　年　　月　　日確認年月日

所在地

－ －

判定

×

屈曲部

－

コメント

受託者
区域の計算結果と図の区域の表示は整合している。
明らかに土石等の到達しない土地の範囲は確認されない。

調査職員 扇状地のレジューム計算区間の形状が不自然である。再検討を指示した。

○ ○ ○

評価

区域設定図の状況

－ －

区域設定図の状況

コメント

設定コメント

評価 －

土砂量

両岸の斜面の比高がなくなると，左岸側は果樹園として利用されている緩斜面となる。この緩斜面を刻んだ谷
の中に当該渓流の扇状地が形成されている（様式2-6参照）。この扇状地面上を通りつつ，谷出口付近の谷
方向をあまり変化させないように，土石流は流下すると想定した。谷から続く小規模な水路もほぼこの流下方

－

横断構造物

－

0.16流域面積（km3）

コメント

受託者

評価

評価 －

調査職員

○

○ － － － ○ ○

渓流番号 渓流名

－ －

氾濫実績

8.5

社会条件

基準地点勾配（°）

谷出口

谷底地形 扇状地 その他（浅い谷）現況河道 屈曲部越流 直進流下 災害実態 流路工

土石の量（m3）

○ ○ ○○ ○

施設の位置 施設の評価

4,540

設定根拠
施設効果量 運搬可能土砂量 侵食可能土砂量

区域設定時の数値等 1,000 12,500 5,540

○

○

問題なし

－

－

調査職員

－○

受託者 調査職員

○ ○

受託者 調査職員

－

河川等

－

受託者

－

－

明らかに土石等の到達しない範囲

－ －

区域の終端は流下方向の２°までとした
区域の側部は、扇状地であるので３０°の広がりで設定した。

○

調査職員 問題なし

－

○

その他（　　　　　　　　　　）

○ － －

－

なし

○ ○

マニング計算区間 レジューム計算区間

区域の形状

－

なし 人工構造物（盛土、擁壁）

明らかに土石等の到達しない範囲

－

修正の必要：　有　、　無 修正の必要：　有　、　無 ○ －

受託者 受託者 調査職員

○ ○

調査職員

管理技術者

○

合否 ×

－ －

合否

調査職員

地形・微地形 河川等

平成１７年度　通常砂防工事○○沢全体計画参照

当初、砂防堰堤のみ事業計画である。他については未定、警戒区域内にBYCの算出範囲が収まる。

完了(予定)年度

平成２１年度

事業規模（工種等）

砂防堰堤、流路工

基準地点　　（受託者は、設定結果の該当する根拠に”○”を記入、　調査職員は、根拠を確認できたものに”○”、出来ないものに”×”）

受託者

印 印 印 印

 

参考図 2-1 土砂災害警戒区域等基盤図チェックリスト（案） 



参考資料 

 参考－3 

 

 

参考図 2-2 土砂災害警戒区域等基盤図チェックリスト 総括表（案） 
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 参考－4

参考資料 3 公示図書の確認（土砂災害警戒区域公示図書チェックリスト） 

以下の表を参考に公示図書のチェックをおこなう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図 3 土砂災害警戒区域公示図書チェックリスト（案） 
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Ⅲ 様式記載例                
 

調査結果の整理 

 基礎調査結果は区域管理に用いることを目的とし、以下の内容でとりまとめるものとする。 

① 対象箇所の土砂災害防止法以外の法指定状況等 

② 対象箇所の地形・地質、対策施設状況等 

③ 区域設定図 

④ 区域内の土地の状況 

⑤ 設定根拠 

⑥ 公示図書様式 

 

【解 説】 

 基礎調査結果は、最終的に次ページ以降に様式を示す区域調書（案）にとりまとめる。 

 

表 1 区域調書（案）一覧 

表紙 位置、位置図 

様式1-1 公示履歴等 

様式2-1 地形・地質状況等 

様式2-2 対策施設の諸元 

様式2-3 想定土石流流出区間と土砂量算出諸元 

様式2-5 基準地点及び土石流の流下方向の設定 

様式2-6 微地形及び人工構造物の状況図 

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 

様式3-2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

様式3-3 危害のおそれのある土地等の調査等 

様式3-4 人家等の建築構造状況図 

様式3-5 土地利用状況図 

様式3-7 写真・スケッチ・調査位置図 

様式3-8 現地写真・スケッチ等 

様式4-1 基準地点設定根拠図 

様式4-2 流下方向設定根拠図 

様式4-3 侵食可能断面調査位置図等 

様式4-4 想定土石流流出区間の検討 

様式4-5 土石流により流下する土石等の量の調査結果 

(調査地点の現地スケッチ・写真、平均侵食幅、平均侵食深、侵食可能断面積) 

様式4-6 流下方向・横断測線位置図 

様式4-7 縦断図 

様式4-8 横断図 

様式4-9 危害のおそれのある土地の区域設定根拠図 

様式4-10 危害のおそれのある土地等の区域設定に関する計算結果 

様式4-11 えん堤施設の安定計算結果 
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表紙 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 渓流諸元 渓流諸元を記入する。 特になし 

② 位置図 1:200,000 位置図を貼付する。 特になし 

③ 位置図 1:50,000 位置図を貼付する。 特になし 

 

 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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様式 1－1 公示履歴等  

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項

目 

① 公示履歴 公示履歴を記入する。 特になし 

② 基礎調査の履歴 基礎調査の履歴を記入する。 特になし 

③ 砂防指定地 
砂防指定地の指定年月日、告示番号、

指定地名称を記入する。 
特になし 

④ 砂防基盤図 砂防基盤図の作成状況を記入する。 特になし 

⑤ 
土砂災害警戒区域等の重

複 

箇所番号、箇所名、自然現象の種類

（土石流、急傾斜地の崩壊、地滑り）、

種類（土砂災害警戒区域、土砂災害

特別警戒区域）を記入する。 

特になし 

 

 
① 

 
② 

 
③ 

 
④ 

 
 

⑤ 

砂防基盤図作成ガイドライン（案）（令和 6年 4月） 
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様式 2－1 地形･地質状況等 

 

様式２－１　地形･地質状況等 調査年度 平成15年度

渓流番号 渓　流 名

3,131
1,174
1,826

520
―
3
6
0
0
0
0
0

2.6
設定根拠

1.2
設定根拠

35
設定根拠

0.1
設定根拠

0.6
設定根拠

山形県

●●●●●

備考

堆積土砂の容積土砂濃度：C*

土質
定数

流域
内の
対策
施設

砂防えん堤　(基）

治山ダム　(基）

山腹工　(箇所）

床固工　(基）

導流工　(箇所）

渓流保全工　(箇所）

堆積土砂の内部摩擦角：φ(度)

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値
水の密度：ρ(t/m3)

土　石　流　区　域　調　書

谷次数区分図・対策施設位置図・基準地点位置図

基礎調査マニュアル参考値

基礎調査マニュアル参考値

●●川 所在地

0.17

礫の密度：σ(t/m3)

流域面積(km
2
)

合計
渓流
長

基礎調査マニュアル参考値

粗度係数：ｎ

山形県○○市××町△丁目渓流の位置

その他施設　(基）

4　次　谷　（m）

0　次　谷　（m）

1　次　谷　（m）

2　次　谷　（m）

3　次　谷　（m）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　　　　　　　凡　例

〔谷次数〕
　　　　　　0次谷　　　　●　 　基準地点
　　　　　　1次谷　　　　　　　　流域界
　　　　　　2次谷
　　　　　　3次谷　　　　　　　　想定土石流区間
　　　　　　4次谷

〔対策施設〕
　　　　　　砂防えん堤　　　　　　　　治山ダム
　　　　　　山腹工　　　　　　　　　　　床固工
　　　　　　導流工　　　　　　　　　　　渓流保全工

　　　　　　その他の施設
　　１　　　施設番号

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 流域面積 流域面積を測定し記入する。 1.3.4(3) 

② 合計渓流長 
谷次数ごとの渓流長を計測、集計し

記入する。 
1.3.5 

③ 流域内の対策施設 流域内の対策施設数を記入する。 1.4 

④ 土質定数 
設定した土質定数の値と設定根拠

を記入する。 
1.3.6 

⑤ 
谷次数区分図･対策施設

位置図･基準地点位置図 

谷次数区分、施設位置、基準地点の

位置を記入する。 
特になし 

 

 

① 

 
② 

 

 
 

④ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

 
③ 
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様式 2－2 対策施設の諸元 

 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 対策施設の諸元 対策施設の諸元を記入する。 1.4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 
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様式 2－3 想定土石流流出区間と土砂量算出諸元 

 

様式２－３　想定土石流流出区間と土砂量算出諸元 調査年度

渓流番号 渓流名

Lme (m) Ae (m2)

0　次　谷 200 3.0

1　次　谷 1,500 5.2

2　次　谷 600 7.5

3　次　谷 520 10.8

4　次　谷 0 ー

対策施設工種 施設数 効果量

砂防えん堤 2 13,200

治山ダム 3 930

計 5 14,130

0.54

0.4

0.4

386

0.28

山形県

平成15年度

基準地点の地盤勾配（°）：θ

空隙率：λ

施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

6,340

運搬可能土砂量(m
3
) 152,010

山形県○○市××町△丁目所在地

谷次数

想定土石流流出区間

想定土石流流出区間

侵食可能土砂量(m
3
) 20,470

区間長
侵食可能断

面積

●●川

流域面積(km
2
)

土石流により流下する

土石等の量(m
3
)

土　石　流　区　域　調　書

●●●●●

0.17

5,000

渓 流 の 位 置

想定土石流流出区間・対策施設位置図

基準地点における土砂濃度：Cd算
出
諸
元 計画規模の降雨量（mm）：RT

流出補正係数：fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

　　　　　　　　　　凡　例

〔谷次数〕
　　　　　　0次谷　　　　●　 　基準地点
　　　　　　1次谷　　　　　　　　流域界

　　　　　　2次谷
　　　　　　3次谷　　　　　　　　想定土石流流出区間
　　　　　　4次谷

〔対策施設〕
　　　　　　砂防えん堤　　　　　　　　治山ダム
　　　　　　山腹工　　　　　　　　　　　床固工
　　　　　　導流工　　　　　　　　　　　渓流保全工

　　　　　　その他の施設
　　１　　　施設番号

 

 
 項 目 

解 説 
マニュアルでの参

照項目 

① 流域面積 基準地点上流の流域面積を記入する。 1.3.4(3) 

② 
土石流により流下する土

石等の量 

想定土石流流出区間の渓床状況を記入す

る。 

1.5 

③ 想定土石流流出区間 
想定土石流流出区間に該当する谷次数毎

の区間長と侵食可能断面積を記入する。 

1.5 

④ 侵食可能土砂量 
想定土石流流出区間における対策施設を

考慮しない侵食可能土砂量を記入する。 

1.5 

⑤ 対策施設効果量 
想定土石流流出区間の対策施設効果量を

記入する。 

1.4 

⑥ 
対策施設を考慮した侵食

可能土砂量 
④－⑤ 

特になし 

⑦ 運搬可能土砂量 
施設効果量を見込んだ運搬可能土砂量を

記入する。 

3.2.1 

⑧ 
運搬可能土砂量の算出諸

元 

運搬可能土砂量の算出に用いたパラメー

ターを記入する。 

3.2.1 

⑨ 
想定土石流流出区間・対策

施設位置図 

様式 2-1 で貼付した図面上に、想定土石流

流出区間の位置を追記したものを貼付す

る。 

1.4 , 1.5 

① 

 
     ③ 

 
 

⑤ 

⑥ 

 
⑧ 

② 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨ 

④ 

⑦ 
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様式 2－5 基準地点及び土石流の流下方向の設定 

 

様式２－５　基準地点及び土石流の流下方向の設定 調査年度

渓流番号 渓流名

山形県

基準地点の設定根拠

土石流の流下方向の設定根拠

基準地点は、勾配変化点（上流側10°～12°，下流側8°以下）であり、直下流側の渓床に直径20cm程度の土石流堆積物が確認できる。また、左岸側には、岩も見えており、土
石流の流送区間と堆積区間との変換点にあたると考え、基準地点として選定した。

当該渓流では、基準地点より最上流の保全対象までは、流水が見られるが、それより下流域では、土地利用が明確な流路は見られない。このため、基準地点より最上流域の保全
対象までは、砂防基盤図上・現地調査で最深部にあたる箇所を包括的に結んだ方向とし、土地利用がなされている区域では、土地利用状況を勘案し、格子状に開発された斜面
住宅の上下流方向の道路方向を最急勾配方向と考え、その方向と流下方向として設定した。よって、当該地区では、1方向のみの流下方向測線を設定した。

土　石　流　区　域　調　書

●●●●●渓 流 の 位 置

基準地点及び土石流の流下方向の設定図

平成15年度

山形県○○市××町△丁目所在地●●川

基準地点

土石流の流下方向

調査に基づく設定結果（確定）

基準地点 　　　　　　凡　例

　　　　　　　　　　　　流下方向

10m

1m

基準地点

基準地点付近の縦横断図

 

※航空レーザデータより砂防基盤図を作成している場合は、航空レーザデータから作成した

微地形表現図等を参考に基準地点および流下方向を設定する。写真等は現地踏査時に撮影

したものを添付する。 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
基準地点及び土石流の流

下方向の設定図 

砂防基盤図に基準地点と土石流流

下方向を図示し、設定時の留意事項

を図中に貼付する。 

基準地点の設定根拠、土石流流下方

向の設定根拠を記入する。 

1.3.4 , 3.1.3 , 3.1.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 



様式記載例 

- III-8- 

様式 2－6 微地形及び人工構造物の状況図 

 

 

※航空レーザデータより砂防基盤図を作成している場合は、航空レーザデータから作成した

微地形表現図等を参考に作成する。写真等は現地踏査時に撮影したものを添付する。 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
微地形および人工構造物

の状況図 

土石流の流れに対して影響を及ぼ

すと思われる地形、人工構造物の位

置と規模について調査する。 

1.4、2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

様式２―６微地形及び人工構造物の状況図 



様式記載例 

- III-9- 

様式 3－1 危害のおそれのある土地、著しい危害の恐れのある土地の設定図 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 

危害のおそれある土地、

著しい危害のおそれのあ

る土地の設定図 

砂防基盤図上に、基礎調査結果を

明示し、貼付する。 
3.1 , 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



様式記載例 

- III-10- 

様式 3－2 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
建築物に作用すると想定

される衝撃に関する事項 

様式 4-10 の横断測線番号毎に算定

した土石流の高さ、土石流の流体

力、建築物の耐力を記入する。 

 

3.2.7 , 3.2.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 



様式記載例 

- III-11- 

様式 3－3(1) 危害のおそれのある土地等の調査等 

 

土　石　流　区　域　調　書
様式３－３（１）　危害のおそれのある土地等の調査等 調査年度 0

流域面積(km
2
)

危害のおそれのある土地の状況 土地の面積  m
2

　　道　路 水　路 池　沼 宅　地 農　地 備　　考

人 家 戸 数 戸

J　R(m) 私　鉄(m) 高速道路(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

市町村道(m) その他道路(m) 河　川(m) 橋　梁(基)

1

建物
番号

構　造 施設数
建物
番号

構　造 施設数

著しい危害のおそれのある土地の状況 土地の面積  m
2

　　道　路 水　路 池　沼 宅　地 農　地 備　　考

人 家 戸 数 全戸数 木造戸数 非木造戸数

J　R(m) 私　鉄(m) 高速道路(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

市町村道(m) その他道路(m) 河　川(m) 橋　梁(基)

1

建物
番号

構　造 施設数
建物
番号

構　造 施設数

地 域 防 災 計 画 へ の 記 載 の 有 無 自主防災組織の有無 計器設置の有無 （ ）

予警報等情報伝 達シ ステ ムの 有無 整備状況等

避 難 路 の 設 定 の 有 無 避難場所 位置 建 築 構 造

住 民 へ の 防 災 情 報 周 知 状 況

防 災 訓 練 等 の 実 施 状 況

内、要配慮者利用施設数

渓 流 の 位 置

地 形 概 要

0渓流番号 渓流名

公 共 施 設 等 の 状 況

公共的建物全施設数

１F非木造戸数

0

名　　称

土 地 利 用

種　　類

公共的建物全施設数

所在地

種　　類 名　　称

0 0

警

戒

避

難

体

制

に

関

す

る

調

査

種　　類 名　　称 種　　類

危
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
等
の
調
査

山　林

公 共 施 設 等 の 状 況

土 地 利 用

構造不明戸数

名　　称

山　林

その他

内、要配慮者利用施設数 0

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 地形概要 流域面積を記入する。 1.3 

② 
危害のおそれのある土地

等の調査 

危害のおそれのある土地等につい

て、土地利用状況、人家戸数、公

共施設等の状況等について記入す

る。様式 3-4 と整合をとり記入す

る。 

4.1~4.3 

③ 
警戒避難体制に関する調

査 
警戒避難体制の状況を記入する。 
 

4.4 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

② 

 
 
 

③ 

① 



様式記載例 

- III-12- 

様式 3－3(3) 危害のおそれのある土地等の調査等 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 保全対象人家等 

危害のおそれのある土地等につい

て、世帯主名、区域種別、建物構造

を附図－２と整合をとり記入する。 

4.1~4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



様式記載例 

- III-13- 

様式 3－4 人家等の建築構造状況図 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
人家等の建築構造の状況

図 

著しい危害のおそれのある土地の

区域内に該当する人家、および公

共的建物について、位置と建築構

造(木造、非木造)が分かるように明

示する。 

公共的建物及び要配慮者利用施設

は番号を１から付番し旗揚げを行

い、様式 3-3(1)の番号と統一を図

る。 

4.1 , 4.2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

要配慮者利用施設（建物番号併記） 



様式記載例 

- III-14- 

様式 3－5 土地利用状況図 

 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 土地利用状況図 

土地利用状況を、凡例に従い明示

する（オルソフォトデータがある

場合、代用を可とする）。 
4.3 

 

① 



様式記載例 

- III-15- 

様式 3－7 写真･スケッチ･調査位置図 

現地調査実施時のみ作成 

  

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
写真･スケッチ･調査位置

図 

砂防基盤図上に、様式 3-8 に貼付し

た現地写真･スケッチの調査番号を

明示する。 

特になし 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 



様式記載例 

- III-16- 

様式 3－8 現地写真・スケッチ等 

現地調査実施時のみ作成 

 

 

 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 現地写真およびスケッチ 

様式 2-6 に示した現地調査を補完

する写真およびスケッチを貼付し、

コメントを記入する。 

様式 2-2 に示した対策施設の調査

結果を補足する情報として必要で

あれば、その施設の写真･スケッチ

を貼付しコメントを記入する。 

2.1~2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 



様式記載例 

- III-17- 

様式 4－1 基準地点設定根拠図 

 

土　石　流　区　域　調　書

様式４－１　基準地点設定根拠図

渓流番号 渓流名 所在地
決定した基準地点
基準地点候補地１ 基準地点候補地２

1023

14373

山形県

基準地点候補地１は、勾配変化点（上流側10°～12°，下流側8°以下）であり、直下流側の渓床に直径20cm程度の土石流堆積物が確認できる。また、左岸側には、岩も見えており、土石流の流送区間と堆積区間との変換点にあたると考
え、基準地点として選定した。一方、基準地点候補地２は、机上（縦断図）において、明らかな勾配変換点であり、基準地点候補地として設定したが、勾配の変化が見られないこと、また、当該地点上流域において、土石流堆積物等が確認で
き、谷幅の広がっており既に堆積区間にあると想定できることから、基準地点とはしなかった。

山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

平成15年度

●●●●●
調査年度

●●川

基準地点選定根拠

候補地１

10m

1m

10m

1m

基準地点候補地１ 基準地点候補地２

基準地点候補地１
基準地点候補地２

 

※航空レーザデータより砂防基盤図を作成している場合は、航空レーザデータから作成した

微地形表現図等を参考に基準地点を設定する。また、この場合は現地調査の実施はしない、

写真等の添付も不要とする。 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 基準地点候補地 

仮設定した基準地点を平面図上に

図示する。その選定根拠となった縦

断図、横断図等を併記する。 
1.3.4 

② 基準地点選定根拠 
最終的に決定した基準地点の根拠

を記載する。 
1.3.4 , 3.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 



様式記載例 

- III-18- 

様式 4－2 流下方向設定根拠図 

 

 

※航空レーザデータより砂防基盤図を作成している場合は、航空レーザデータから作成した

微地形表現図等を参考に流下方向を設定する。また、この場合は現地調査の実施はしない、

写真等の添付も不要とする。 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 流下方向の設定根拠図 

想定した流下方向を基盤図に図示

し、選定根拠となる写真等を添付す

る。 
3.1.5 

② 流下方向の選定根拠 最終的に選定した根拠を記載する。 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

② 
 



様式記載例 

- III-19- 

様式 4－3 侵食可能断面調査位置図等 

 

 

様式４－３　侵食可能断面調査位置図等 調査年度

渓流番号 渓流名 ●●川 所在地

S-1 新規断面

S-2 新規断面

S-3 新規断面

S-4 ｶﾙﾃ断面

S-5 新規断面

S-6 新規断面

S-7 ｶﾙﾃ断面

※新規断面：今回調査により推定した侵食可能断面積

　ｶﾙﾃ断面：土石流危険渓流カルテ３の調査成果を引用した侵食可能断面積

山形県

基準地点

調査地点

土　石　流　区　域　調　書

渓 流 の 位 置 ●●●●●

平成15年度
山形県○○市××町△丁目

（調査地点番号）

想定区間

谷次数区分

０次谷

１次谷

（想定区間番号）

凡　　例

侵食可能断面積の適用区分※

２次谷

３次谷

４次谷
S-3

A

B

S-2

S-1

S-5

S-4

 

※「令和４年度 土砂災害警戒避難情報提供事業（防災安全・基礎）衛星画像を活用し

た「土砂災害防止法」に基づく基礎調査業務委託」で集計した統計土砂量の平均値を

用いる場合は、谷次数区分と想定区間のみ作成する。侵食可能断面位置は記載しない。 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 凡例の記入 
侵食可能断面調査位置図の凡例を

記入する。 
特になし 

② 侵食可能断面の適用区分 
侵食可能断面の適用区分(新規断

面、カルテ断面)を記入する。 
〃 

③ 侵食可能断面調査位置図 
侵食可能断面調査位置図を作成し

貼付する。 
〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 



様式記載例 

- III-20- 

 様式 4－4 想定土石流流出区間の検討 

 

土　石　流　区　域　調　書
様式４－４　想定土石流流出区間の検討 調査年度 平成15年度

渓流番号 ●●●●● 渓流名 所在地 山形県○○市××町△丁目

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 2 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 3 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 3 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

渓　流　長 平均侵食幅 平均侵食深 侵食可能断面積 0 基

L (m) B (m) De (m) Ae (㎡) 0 基

0　次　谷 200 3.0 1.0 3.0 0 箇所

1　次　谷 1,500 4.0 1.3 5.2 0 基

2　次　谷 600 5.0 1.5 7.5 0 箇所

3　次　谷 520 6.0 1.8 10.8 0 箇所

4　次　谷 0 基

山形県

谷　次　数

その他施設

想定土石流流出区間 × 侵食可能土砂量(m3)
（施設効果は考慮せず）

18,520 対策施設総効果量(m3)

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号

導流工

渓流保全工

山腹工

床固工

導流工

砂防えん堤

治山ダム

山腹工

床固工

対策施設総効果量(m3)

A想定区間番号

想定土石流流出区間

渓流の位置

調査地点番号

想定区間内の
侵食可能土砂量

○

●●川

砂防えん堤

治山ダム

施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

5,320

18,520侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）

谷　次　数

床固工

導流工

渓流保全工

その他施設

想定区間内の
侵食可能土砂量

調査地点番号 谷　次　数

想定区間内の
対 策 施 設

2,820基準地点までの想定区間長(m)

想定区間番号 B
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

13,200

想定区間内の
対 策 施 設

山腹工

対策施設総効果量(m3)

砂防えん堤

治山ダム

渓流保全工

その他施設

× 侵食可能土砂量(m
3
)

（施設効果は考慮せず）
18,520

想定区間内の
対 策 施 設

基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定区間番号 C
施設効果を考慮した

侵食可能土砂量(m
3
)

基準地点までの想定区間長(m) 2,820

想定土石流流出区間

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参

照項目 

① 想定区間番号 
個々の想定区間を識別するための番号

を記入する(例:Ａ,Ｂ,Ｃ,‥‥)。 
特になし 

② 
施設効果を考慮した侵食

可能土砂量 
④－⑦ 特になし 

③ 
想定区間内侵食可能土砂

量 
①支川の渓床状況を記入する。 1.5 

④ 侵食可能土砂量 ①支川内の侵食可能土砂量を記入する。 1.5 

⑤ 
基準地点までの想定区間

長 
①支川の渓流長を記入する。 1.3 

⑥ 対策施設数 ①支川内の対策施設数を記入する。 1.4 

⑦ 施設効果総量 ④の施設効果量の合計を記入する。 1.4 

① ② 

 

③ 

④ 

⑤ 

 

⑥ 

⑦ 
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様式 4－5 土石流により流下する土石等の量の調査結果(調査地点の現地スケッチ･写真、平

均侵食幅、平均侵食深、侵食可能断面積) 

現地調査実施時のみ作成 

 

 

様式４－５　土石流により流下する土石等の量の調査結果（調査地点の現地スケッチ・写真、平均侵食幅、平均侵食深、侵食可能断面積） 調査年度

渓流番号 ●●●●● 所 在 地

調査地点番号 S-1 調査地点の谷次数 1 調査地点番号 S-2 調査地点の谷次数 0

　【現地スケッチ】 　【現地スケッチ】

平均侵食幅B（m） 1.00 平均侵食深De（m） 1.00 侵食可能断面積Ae（㎡） 1.00 平均侵食幅B（m） 1.00 平均侵食深De（m） 1.00 侵食可能断面積Ae（㎡） 1.00

　【現地写真】 　【現地写真】

【  備  考  】 【  備  考  】

渓 流 の 位 置

土　石　流　区　域　調　書
平成15年度

渓流名 ●●川 山形県○○市××町△丁目

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 地形調査結果 

侵食可能断面調査の結果につい

て、現地スケッチ、現地写真を貼

付し、平均侵食幅、平均侵食深、

侵食可能断面積等を記入する。 

2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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様式 4－6 流下方向・横断測線位置図 

 

土　石　流　区　域　調　書

様式４－６　流下方向・横断測線位置図

渓流番号 渓流名

1023

14373

山形県

所在地 山形県○○市××町△丁目
平成15年度調査年度

●●川渓 流 の 位 置 ●●●●●

　

№0

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

本様式は他の地区の事例です。

本様式では、最終決定した基準地点、
流下方向測線、横断測線、横断測線番
号を記載します。

凡　例

　　　　　　　　　基　準　地　点
　

　　　　　　　　　流　下　方　向
　

　　　　　　　　　横　断　測　線

　　　NO.　　　　横断測線番号

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
流下方向・横断測線位置

図 

最終決定した基準地点、流下方向測

線、横断測線、横断測線番号を記載

する。 
3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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様式 4－7 縦断図 

 

様式４－７　縦断図 調査年度

渓流番号 渓流名 所在地

山形県

●●川 山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

土　石　流　区　域　調　書
平成15年度

●●●●●

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照

項目 

① 縦断図 
想定土石流流出区間および土石流が

流下する方向の縦断図を記入する。 
1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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様式 4－8 横断図 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 横断図 
様式 4-6 の各測線について、横断図

を作成し、貼付する 
1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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様式 4－9 危害のおそれのある土地の区域設定根拠図 

 

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 
危害のおそれのある土地

の区域の設定根拠図 

砂防基盤図上に、机上で作成した

「危害のおそれのある土地」を明示

し、貼付する。 

区域設定に至る経緯･コメント等に

て貼付図面上に記入する。 

3.1~3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
危害のおそれのあ

る土地の設定につ

いてのコメント等

を記載する。 
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様式 4－10 危害のおそれのある土地等の区域設定に関する計算結果 

 

 

 
 項 目 

解 説 
マニュアルでの参照項目 

① パラメータ 

土質定数、基準地点の勾配等、著し

い危害のおそれのある土地の区域

の設定を行うために必要なパラメ

ータを記入する。 

3.2 

② 計算結果 

著しい被害のおそれのある土地の

区域の設定を行うための計算結果

を記入する。 
3.2 

 

 

 

① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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様式 4－11 えん堤施設の安定計算結果 

 

様式４－１１　えん堤施設の安定計算結果 調査年度

渓流名 所在地

1023

14373

山形県

渓流番号 ●●●●●

平成15年度
●●川 山形県○○市××町△丁目渓 流 の 位 置

施設名称 ○○川砂防えん堤対策施設番号 ○○

小糸魚川：ビーハイブ4ｔ型安定計算書 ビーハイブ ｂ1＝ 4.000 ｍ
４ｔ形 ｂ2＝ 18.320 ｍ

ｂ3＝ 7.160 ｍ
ｂ4 7.160 ｍ

ｈ1＝ 7.120 ｍ
土石流水深 ｈ2＝ 2.049 ｍ

ｈ3＝ 9.169 ｍ

1列ブロック幅 B= 1.420 ｍ

ρｄ＝ 1.200 ｔ/ｍ3

１列当たりの使用ブロック
規格 質量（ｔ） 個数

ｆ＝ 0.6 ４ｔ形 4.002 36
許容支持力 σa= 40 t/m

単位体積重量
V＝ ( 4.000 + 18.320) × 7.120 × 1/2 × 1.420 112.83 ｍ3
W= 4.002 × 36.000 144.07 ｔ

γｗ＝ 144.07 ÷ 112.83 1.28 ｔ/ｍ3

自重
①W1= 1/2 × 7.160 × 7.120 × 1.28 32.63 ｔ
ｘ１＝ 1/3 × 7.160 + 4.000 + 7.160 13.55 ｍ
②W2= 4.000 × 7.120 × 1.280 36.45 ｔ
ｘ2＝ 7.160 + 1/2 × 4.000 9.16 ｍ

③W3= 1/2 × 7.160 × 7.120 × 1.28 32.63 ｔ
ｘ3＝ 2/3 × 7.160 4.77 ｍ

Ｗ＝ ΣＷ＝ 101.71 ｔ
ｘ＝ ΣＷ・ｘ / ΣＷ 9.16 ｍ

水重
④W4= 1/2 × 7.120 × 7.160 × 1.20 30.59 ｔ
ｘ4＝ 1/3 × 7.160 2.39 ｍ

⑤W5= ( 4.000 + 7.160) × 2.049 × 1.20 27.44 ｔ
ｘ5＝ 1/2 × ( 4.000 + 7.160) 5.58 ｍ

水圧
⑦PH7= 2.049 × 7.120 × 1.200 17.51 ｔ
ｙ７＝ 1/2 × 7.120 3.56 ｍ

⑧PH８= 1/2 × 7.120 × 7.120 × 1.20 30.42 ｔ
ｙ8＝ 1/3 × 7.120 2.37 ｍ

PH= 17.51 + 30.42 47.93 ｔ
ｙ＝ (17.51 × 3.56 + 30.42 × 2.37) / 47.93 2.80 ｍ

荷重の合計
荷重 V（ｔ） H(t) ｘ（ｍ） ｙ（ｍ） M(t・m)
自重 101.71 9.16 931.66 
水重 30.59 2.39 73.11 

27.44 5.58 153.12 
水圧 47.93 2.80 134.20 
合計 159.74 47.93 1292.09 

滑動安全率
ｎ＝ V × ｆ/H ＝ 159.74 × 0.6 / 47.93 2.00 ＞ 1.2 ---O.K.

転倒
e＝ ｜B/2 - M/V｜ ＝

｜18.320 / 2 - 1292.09 / 159.74｜ 1.07 ＜ B/6＝ 3.053 ---O.K.

基礎支持力
σ＝ Ｖ／b２ × (1 ± 6e/b2)

159.74 / 18.320 × (1 ± 6 × 1.07 / 18.320) 8.72 -±3.06 

σu= 11.78 
σd= 5.66 

許容支持力 σa= 40 t/m

本様式は事例です。
安定計算手法は、県の基準に準拠します。
ただし、流体力は新法と整合する方法で計算します。

 

 

 項 目 
解 説 

マニュアルでの参照項目 

① 対策施設の安定計算 えん堤施設の安定計算結果を記入 1.4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
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